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�愛媛県告示第９８３号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり第二種特定

鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９８４号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第３４条第１項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指

定する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９８２号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成３０年１２月１６日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

平成３０年１２月１６日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

名 称 区 域 存続期間

三ツ足山

休猟区

四国中央市新宮町馬立の市道和田小屋線と県道川

之江大豊線との交点を起点とし、同県道をほぼ南に
ずい

進み笹ヶ峰隧道で愛媛県と高知県との境界に至る。

ここから同境界を南西に進み、橡尾山（１，２２２．１メ

ートル）を経て、更に同境界を北西に進み、旧伊予

三島市と旧宇摩郡新宮村と高知県大豊町との境界の

交点に至る。ここから旧伊予三島市と旧宇摩郡新宮

村との境界をほぼ北に進み、三ツ足山（１，１０５メー

トル）を経て、更に同境界を北西に進み、同市道に

出る。ここから同市道をほぼ東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

平成３０年

１１月１日

から平成

３３年１０月

３１日まで

喜多郡内子町地内の只海休猟区の
全域 同 上 同 上

大洲市地内の大洲松尾休猟区の全
域 同 上 同 上

西予市地内の惣川休猟区の全域 同 上 同 上

西予市地内のかぶとが森休猟区の
全域 同 上 同 上

西予市地内の卯之町・俵津休猟区
の全域 同 上 同 上

八幡浜市・西宇和郡伊方町地内の
伊方・保内休猟区の全域 同 上 同 上

北宇和郡鬼北町地内の御開山休猟
区の全域 同 上 同 上

北宇和郡松野町地内の豊岡休猟区
の全域 同 上 同 上

宇和島市地内の北灘休猟区の全域 同 上 同 上

南宇和郡愛南町地内の増田休猟区
の全域 同 上 同 上

区 域 存続期間
捕獲等をすること
ができる第二種特
定鳥獣の種類

四国中央市地内の三ツ足山休猟区
の全域

平成３０年１１月１日
から平成３３年１０月
３１日まで

イノシシ、ニホン
ジカ

四国中央市地内の翠波休猟区の全
域 同 上 同 上

新居浜市地内の三の森休猟区の全
域 同 上 同 上

西条市地内の湯浪休猟区の全域 同 上 同 上

西条市地内の石鎚休猟区の全域 同 上 同 上

西条市地内の臼坂休猟区の全域 同 上 同 上

今治市地内の上浦南休猟区の全域 同 上 同 上

東温市地内の松瀬川休猟区の全域 同 上 同 上

東温市地内の塩ケ森休猟区の全域 同 上 同 上

松山市地内の中島本島北・睦月島・
野忽那島休猟区の全域 同 上 同 上

伊予郡砥部町地内の満穂休猟区の
全域 同 上 同 上

伊予市地内の三秋休猟区の全域 同 上 同 上

上浮穴郡�万高原町地内の二箆休
猟区の全域 同 上 同 上

上浮穴郡�万高原町地内の菅行休
猟区の全域 同 上 同 上

喜多郡内子町地内の中川休猟区の
全域 同 上 同 上

喜多郡内子町地内の雨霧休猟区の
全域 同 上 同 上

大洲市地内の山鳥坂休猟区の全域 同 上 同 上
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翠波休猟

区

四国中央市寒川町の長谷川右岸と松山自動車道と

の交点を起点とし、ここから同自動車道を東に進み、

中曽根鳥獣保護区界に至る。ここから同区界を南な

いし東に進み、法皇山脈に通じる山道に出て、同山

道をほぼ南に進み、林道馬瀬線に出る。ここから同

林道を南ないし西に進み、林道虫仏山線との交点に

至る。ここから同林道を南ないし東に進み、市道法

皇線に出る。ここから同市道を西ないし北西に進み、

同市管理の作業道との交点に至る。ここから同作業

道をほぼ北西に進み、林道観音谷線に出る。ここか

ら同林道をほぼ北西に進み、長瀬橋東端に至る。こ

こから同川右岸を下流に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

三の森休

猟区

新居浜市大永山の県道新居浜別子山線の新仙雲橋

南端を起点とし、ここから同県道を南に進み、通称

銅山越山道との交点に至る。ここから同山道をほぼ

南東に進み、旧新居浜市と旧別子山村との境界に至

る。ここから同境界をほぼ南西に進み、西山三角点

（１，４２８．７メートル）を経て、通称大坂屋敷越で同

県道に通じる歩道との交点に至る。ここから同歩道

を南西ないしほぼ北に進み、東鈴尾谷川と西鈴尾谷

川の合流点に至る。ここから同川右岸を下流に進み、

足谷川に出る。ここから同川右岸を下流に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

湯浪休猟

区

旧周桑郡小松町と旧周桑郡石根村との境界と国道

１１号の交点を起点とし、ここから同境界を南に進み、

歩道南川横峰寺線（四国のみち）に出て、同歩道を

東ないし南に進み、旧周桑郡小松町と旧西条市との

境界に至り、ここから同境界を南に進み、林道平野

線に通じる作業道との交点に至る。ここから同作業

道を南西に進み、県道石鎚丹原線に通じる歩道（四

国のみち）に至り、ここから同歩道をほぼ北西に進

み、同県道に出て、更に同県道をほぼ北西に進み、

同国道に出る。ここから同国道を北東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

石鎚休猟

区

旧周桑郡小松町と旧西条市との境界と加茂川との

交点を起点とし、ここから同境界を南に進み、石鎚

山系鳥獣保護区界に至り、ここから同区界をほぼ西

に進み、林道折掛石鎚線に出る。ここから同林道を

高瀑橋に向かって進み、同橋で同川に出て、同川左

岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

臼坂休猟

区

西条市丹原町梶の天子川と中山川との合流点を起

点とし、ここから同川左岸を上流に進み、同市と東

温市との境界に至り、ここから同境界をほぼ北に進

み、稔山三角点（９１６．６メートル）に至る。ここか

ら天子川に至る谷を東に進み、同川に出て、同川右

岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

上浦南休

猟区

大三島の今治市上浦町の区域のうち、県道大三島

上浦線及び同県道の延長線で分断される南側の区域

同 上

松瀬川休

猟区

東温市松瀬川の県道湯谷口川内線の新仏生川橋西

端を起点とし、ここから仏生川右岸を上流に進み、

同 上

四国電力送電線（重信線）下に至り、ここから同送

電線下を北西に進み、ヨソ山に通じる山道との交点

に至り、ここから同山道をほぼ北に進み、旧温泉郡

川内町と旧温泉郡重信町との境界で稔山に通じる山

道との交点に至る。ここから同山道をほぼ北東に進

み、四国電力送電線（北松山線）下に至り、ここか

ら林道松瀬川本谷線に通じる山道を東ないしほぼ南

に進み、同林道に出る。ここから同林道をほぼ南に

進み、同県道に出て、同県道をほぼ南西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

塩ヶ森休

猟区

東温市則之内の国道１１号と県道美川川内線との交

点を起点とし、ここから同県道をほぼ南に進み、林

道梅ヶ谷永子線との交点に至り、ここから同林道を

ほぼ南東に進み、同市と上浮穴郡�万高原町との境

界に至る。ここから同境界をほぼ西に進み、同町と

旧温泉郡川内町と旧温泉郡重信町との境界の交点に

至る。ここから旧温泉郡川内町と旧温泉郡重信町と

の境界をほぼ北西に進み、表川に出る。ここから同

川左岸を上流に進み、川内橋で県道松山川内線との

交点に至り、ここから同県道を南東に進み、同国道

に出て、同国道を東に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上

中島本島

北・睦月

島・野忽

那島休猟

区

松山市の中島の区域のうち、市道大浦吉木線及び

同市道の延長線で分断される北側の区域並びに睦月

島及び野忽那島の全域

同 上

満穂休猟

区

旧伊予郡広田村と旧伊予郡砥部町と上浮穴郡�万

高原町との境界の交点を起点とし、ここから同町と

伊予郡砥部町との境界をほぼ南に進み、大堂ヶ峠で

上組に通じる山道に出て、同山道を西に進み、上組

を経て、更に同山道を西に進み、町道仙波線に出る。

ここから同町道をほぼ西に進み、国道３７９号に出て、

同国道をほぼ北に進み、旧伊予郡広田村と旧伊予郡

砥部町との境界に至る。ここから同境界を東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

三秋休猟

区

伊予市大平の国道５６号の大平橋南端を起点とし、

ここから同国道を南東ないし南に進み、旧伊予市と

旧伊予郡中山町との境界に至る。ここから同境界を

ほぼ南に進み、旧伊予市と旧伊予郡中山町と旧伊予

郡双海町との境界の交点に至り、ここから旧伊予市

と旧伊予郡双海町との境界をほぼ北西に進み、海岸

線に出て、その海岸線をほぼ北東に進み、森川河口

に至り、ここから同川左岸を上流に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

同 上

二箆休猟

区

上浮穴郡�万高原町黒藤川の県道美川川内線と町

道木地線との交点を起点とし、ここから同町道を北

東ないしほぼ西に進み、農道置俵線との交点に至る。

ここから同農道をほぼ北西ないし東に進み、町道蓑

川線に出て、同町道をほぼ東ないし北西に進み、同

県道に出て、同県道をほぼ北東に進み国道４９４号と

の交点に至る。ここから同国道をほぼ東に進み、愛

同 上

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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媛県と高知県との境界に至る。ここから同境界をほ

ぼ南ないし南東に進み、よらきれ部落に通じる山道

との交点に至る。ここから同山道をほぼ西に進み、

林道長崎明神山線に出る。ここから同林道をほぼ西

に進み、同県道に出て、同県道をほぼ西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

菅行休猟

区

上浮穴郡�万高原町西谷の国道４４０号と県道小田

柳谷線との交点を起点とし、ここから同県道を西に

進み、同町と喜多郡内子町との境界に至り、ここか

ら同境界をほぼ北東に進み、笠取山三角点（１，５６２．

０メートル）で国有林と民有林との境界に至る。こ

こから同境界を東に進み、茗荷谷川に出て、同川右

岸を下流に進み、木地橋西端で県道柳谷美川線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ南東に進み町道

西谷線との交点に至る。ここから同町道をほぼ南西

に進み、同国道に出て、同国道をほぼ南西に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

中川休猟

区

上浮穴郡�万高原町と喜多郡内子町との境界と同

町大平の町道大平真弓線の真弓トンネルとの交点を

起点とし、ここから同境界を南に進み、日浦嶺三角

点（９００．９メートル）で亀谷鳥獣保護区界との交点

に至る。ここから同区界をほぼ南に進み、県道美川

小田線に出る。ここから同県道及びこれに続く県道

小田柳谷線をほぼ西に進み、日野川橋で町道町村線

との交点に至る。ここから同町道を北に進み、国道

３８０号に出て、同国道をほぼ北ないし北東に進み、

町道大平真弓線との交点に至る。ここから同町道を

北西ないしほぼ東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

雨霧休猟

区

喜多郡内子町本川の県道小田柳谷線と県道美川小

田線との交点を起点とし、ここから同県道を東に進

み、町道中畦面谷線との交点に至る。ここから同町

道をほぼ南東に進み、林道蔵ヶ谷面谷線との交点に

至り、ここから同林道をほぼ南西に進み、作業道花

屋線との交点に至る。ここから同作業道をほぼ南東

に進み、県道上川小田深山線との交点に至り、ここ

から同県道を南西に進み、国有林と民有地との境界

に至る。ここから同境界を西に進み、小田深山鳥獣

保護区との境界に至り、ここから同境界をほぼ西に

進み、同町と大洲市との境界に至る。ここから同境

界を北西に進み、町道用の山線との交点に至り、こ

こから同町道を東に進み、県道小田柳谷線との交点

に至る。ここから同県道を北東ないしほぼ北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

山鳥坂休

猟区

旧喜多郡肱川町と旧喜多郡河辺村との境界と県道

小田河辺大洲線との交点を起点とし、ここから同境

界をほぼ北に進み、大洲市と喜多郡内子町の境界と

の交点に至る。ここから同境界をほぼ北東に進み、

県道河辺小田線に出る。ここから同県道をほぼ南西

に進み、県道内子河辺野村線との交点に至り、ここ

から同県道を南に進み、県道小田河辺大洲線との交

点に至り、ここから同県道をほぼ南西に進み、起点

同 上

に至る線に囲まれた区域

只海休猟

区

旧喜多郡内子町と旧喜多郡五十崎町との境界と県

道肱川公園線との交点を起点とし、ここから同境界

をほぼ東に進み、県道坊屋敷小田線との交点に至る。

ここから同県道を南西に進み、県道内子河辺野村線

との交点に至る。ここから同県道を南西に進み、県

道坊屋敷小田線との交点に至り、ここから同県道を

ほぼ南西に進み、県道肱川公園線との交点に至る。

ここから同県道を北に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上

大洲松尾

休猟区

大洲市柚木の国道４４１号と県道大洲野村線との交

点を起点とし、ここから同県道をほぼ東ないし南東

に進み、森山部落を経て、更に同県道を南西に進み、

市道蔵川梅川線との交点に至る。ここから同市道を

ほぼ西に進み、同国道に出て、同国道をほぼ西に進

み、市道梅川札掛線との交点に至り、ここから同市

道をほぼ北西に進み、市道北只横野線との交点に至

る。ここから同市道を北西に進み、国道５６号に出る。

ここから同国道を北に進み、市道黒木野佐来線との

交点に至る。ここから同市道を北東に進み、金山橋

北端で国道４４１号に出て、同国道を北東に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

惣川休猟

区

西予市野村町と大洲市肱川町と同市河辺町との境

界の交点を起点とし、ここから西予市野村町と大洲

市河辺町との境界をほぼ北東に進み、西予市野村町

と大洲市河辺町と喜多郡内子町との境界の交点に至

る。ここから西予市野村町と喜多郡内子町との境界

をほぼ南東に進み、丸石山三角点（１，３２７．５メート

ル）で西予市野村町と喜多郡内子町と上浮穴郡�万

高原町との境界の交点に至る。ここから西予市野村

町と上浮穴郡�万高原町との境界をほぼ南に進み、

県道野村柳谷線に出る。ここから同県道をほぼ西な

いし南西に進み、大洲市肱川町と西予市野村町との

境界との交点に至る。ここから同境界をほぼ北に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

かぶとが

森休猟区

西予市城川町嘉喜尾の国道１９７号の辰ノ口橋北端

を起点とし、ここから県道大茅辰ノ口線をほぼ北東

に進み、遊子谷部落及び野井川部落を経て、更に同

県道を東ないし南西に進み、県道城川檮原線との交

点に至る。ここから同県道をほぼ南ないし南西に進

み、祓川トンネルを経て、更に同県道を南西に進み、

同国道に出る。ここから同国道をほぼ西ないし北に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

卯之町・

俵津休猟

区

西予市明浜町と同市宇和町と宇和島市吉田町との

境界の交点を起点とし、ここから西予市明浜町と宇

和島市吉田町との境界をほぼ南に進み、県道宇和明

浜線との交点に至る。ここから同県道をほぼ西に進

み、林道火道線との交点に至る。ここから同林道を

ほぼ北西に進み、同町と同市宇和町との境界で県道

宇和高山線との交点に至る。ここから同県道をほぼ

北東に進み、市道石城地区１８９号線との交点に至る。

ここから同市道をほぼ北ないし南東に進み、市道１

同 上
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�愛媛県告示第９８５号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使

用禁止区域を指定する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

級路線６号線との交点に至り、ここから同市道を北

に進み、県道宇和三瓶線に出て、ここから同県道を

東に進み、国道５６号に出る。ここから同国道をほぼ

南東に進み、市道旧町地区２７７号線との交点に至る。

ここから同市道をほぼ南東に進み、同町と宇和島市

吉田町との境界に至る。ここから同境界をほぼ西に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

伊方・保

内休猟区

八幡浜市保内町川之石の宮内川河口の第二川之石

橋西端を起点とし、ここから同川右岸を下流に進み、

海岸線に出て、その海岸線をほぼ南西ないし北西に

進み、西宇和郡伊方町役場前の伊方港船揚場で町道

伊方八幡浜線との交点に至る。ここから同町道並び

にこれに続く町道伊方宮内線及び町道湊浦横田線を

北東に進み、国道１９７号に出て、同国道を西に進み、

町道湊浦伊方越線との交点に至る。ここから同町道

をほぼ西に進み、町道有寿来線との交点に至る。こ

こから同町道及びこれに続く県道鳥井喜木津線をほ

ぼ北東に進み、町道伊方越大泉線との交点に至る。
りょう

ここから稜線を西に進み、伊方越漁港防波堤南端で

海岸線に出て、その海岸線を北東に進み、八幡浜市
りょう

保内町木津のドウジ碆に至る。ここから稜線を南西

に進み、市道広早喜木津線に出て、同市道を南西に

進み、市道広瞽女が峠線との交点に至る。ここから

同市道をほぼ東ないし南西に進み、平家谷公園で宮

内川に出て、同川右岸を下流に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上

御開山休

猟区

旧北宇和郡日吉村と旧北宇和郡広見町との境界と

国道３２０号との交点を起点とし、ここから同国道を

南に進み、町道野地横山線との交点に至る。ここか

ら同町道を西ないし南に進み、国道 ３２０号との交

点に出る。ここから同国道を西ないし南に進み、県

道小倉三間線との交点に至る。ここから同県道をほ

ぼ北西に進み、国道４４１号に出る。ここから同国道

を北ないし北西に進み、北宇和郡鬼北町と西予市と

の境界に至る。ここから同境界を東に進み、旧北宇

和郡広見町と西予市と旧北宇和郡日吉村との境界の

交点に至り、ここから旧北宇和郡広見町と旧北宇和

郡日吉村との境界を南東に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

同 上

豊岡休猟

区

北宇和郡松野町と北宇和郡鬼北町との境界と国道

３８１号との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ

南東に進み、県道西土佐松野線との交点に至る。こ

こから同県道をほぼ南に進み、県道目黒松丸線との

交点に至り、ここから同県道を南西ないしほぼ西に

進み、滑床成川鳥獣保護区界に至る。ここから同区

界をほぼ北西に進み、郭公岳（１，０１０．１メートル）

で北宇和郡松野町と宇和島市と北宇和郡鬼北町との

境界の交点に至り、ここから北宇和郡松野町と北宇

和郡鬼北町との境界をほぼ北東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

北灘休猟

区

旧北宇和郡津島町と旧宇和島市との境界と市道松

尾線との交点を起点とし、ここから同市道をほぼ南

同 上

に進み、国道５６号に出て、同国道を南に進み、津島

大橋北端で岩松川に出る。ここから同川右岸を下流

に進み、海岸線に出る。ここからその海岸線をほぼ

北ないしほぼ西に進み、鵜之浜、国永、尻貝及び福

浦を経て、更にその海岸線をほぼ北に進み、蜂の巣

鼻で同境界に至る。ここから同境界を南東ないし東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

増田休猟

区

旧南宇和郡一本松町と旧南宇和郡城辺町との境界

と町道坪浜線との交点を起点とし、ここから同境界

を北西ないし北東に進み、惣川山三角点（５６７．３メ

ートル）を経て、浅尻山三角点（６４３．６メートル）

に至る。ここから小渓谷を東に進み、町道浅尻線と

の交点に至り、ここから同町道をほぼ南東に進み、

町道増田３号線との交点に至り、ここから同町道を

南に進み、町道増田２号線との交点に至り、ここか

ら同町道を南に進み、町道増田１号線との交点に至

る。ここから同町道を南に進み、国道５６号に出る。

ここから同国道を南西に進み、町道坪浜線との交点

に至り、ここから同町道を南ないし西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

名 称 区 域 存続期間
禁止に係
る特定猟
具の種類

南川特

定猟具

使用禁

止区域

西条市小松町南川にある香園寺奥之院を

起点とし、ここから同院東側にある大谷川

右岸を下流に進み、市有林と私有林との境

界に至り、ここから同境界を東に進み、西

条市小松町南川と西条市小松町新屋敷との
りょう りょう

境界の稜線に至る。ここから同稜線を南東

に進み、標高点（４８８メートル）に至る。

ここから旧周桑郡小松町と旧周桑郡石鎚村

と旧周桑郡石根村との境界の交点に至る市
りょう

有林と私有林との境界の稜線をほぼ西に進

み、旧周桑郡小松町と旧周桑郡石鎚村と旧

周桑郡石根村との交点に至る。ここから西

条市小松町南川と西条市小松町妙口の境界

をほぼ北に進み、市有林と私有林との境界

との交点に至る。ここから同境界を北東な

いし南東に進み、同川に出る。ここから同

川右岸を下流に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

平成３０年

１１月１日

から平成

４０年１０月

３１日まで

銃 器

国見峠

特定猟

具使用

禁止区

松山市桜ヶ丘の県道松山東部環状線とＪ

Ｒ四国予讃線との交点を起点とし、ここか

ら同県道を南西に進み、市道宮前４５号線と

の交点に至り、ここから同市道を西に進み、

同 上 同 上
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�愛媛県告示第９８７号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年８月３１日愛媛県告示

第８４０号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を新居浜市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

�愛媛県告示第９８６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

域 市道宮前６７号線との交点に至る。ここから

同市道を北西に進み、市道宮前６５号線との

交点に至り、ここから同市道をほぼ北西に

進み、県道辰巳伊予和気停車場線との交点

に至り、ここから同県道をほぼ北ないし北

東に進み、�万川に出る。ここから同川の

左岸をほぼ南東に進み、ＪＲ四国予讃線と

の交点に至り、ここから同線を南ないしほ

ぼ南西に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

星ヶ丘

特定猟

具使用

禁止区

域

松山市星岡町の星岡橋南端を起点とし、

ここから市道石井３２号線を北に進み、市道

石井１号線との交点に至り、ここから同市

道を北に進み、市道石井３４号線との交点に

至る。ここから同市道をほぼ北に進み、市

道石井１１７号線に至り、ここから同市道を

ほぼ北東に進み、市道石井１１６号線との交

点に至り、ここから同市道を北に進み、市

道�米２号線との交点に至る。ここから同

市道を東に進み、国道１１号に出て、同国道

を南東に進み、市道�米２号線との交点に

至り、ここから同市道を南ないし東に進み、

松山城南高等学校に至る。ここから同校の

西側水路をほぼ南西に進み、小野川に至り、

ここから同川の右岸を西に進み、雲門寺橋

北端に至り、ここから同橋を南に渡り、同

橋南端に至る。ここから同川の左岸を西な

同 上 同 上

いし南に進み、市道石井２９号線との交点に

至り、ここから同市道をほぼ西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

上野宮

下特定

猟具使

用禁止

区域

伊予市と伊予郡砥部町との境界と県道伊

予川内線との交点を起点とし、ここから同

境界を南東ないしほぼ南西に進み、県道砥

部伊予松山線に至り、ここから同県道をほ

ぼ北西に進み、市道下吾川上野線との交点

に至る。ここから同市道をほぼ北東に進み、

県道伊予川内線に至り、ここから同県道を

ほぼ北東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上 同 上

広見岩

谷特定

猟具使

用禁止

区域

北宇和郡鬼北町大字興野々の国道３２０号

と町道興芳線との交点である興芳橋南端を

起点とし、ここから同橋を北に渡り、町道

新田富永線との交点に至り、ここから同町

道をほぼ北東ないし南東に進み、県道下鍵

山松野線に出る。ここから同県道を西ない

し南西に進み、同国道に出る。ここから同

国道を南西に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上 同 上

アチ谷

池特定

猟具使

用禁止

区域

北宇和郡鬼北町大字奈良のアチ谷池の区

域一円

同 上 同 上

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

アイン薬局四国中央店 四国中央市上分町７１４－１ 株式会社アインファーマシーズ 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３０年
１０月１日

クオール薬局 今治店 今治市北宝来町２－２－１ クオール株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３０年
１０月１日

クオール薬局 四国中央店 四国中央市上分町７８３－１ クオール株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成３０年
１０月１日

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

新居浜市別子山字弟地５４
６の１から４まで

新居浜市別子山村１１７番戸

秋 山 忠四郎
森林所有者

新居浜市別子山字弟地５４
６の１から４まで

新居浜市泉池町６番３８号

曽 我 猪之助
〃

新居浜市別子山字弟地５４
６の２から４まで

新居浜市角野町１６３７番

曽 我 康 男
〃

新居浜市別子山字弟地５４
６の１から４まで

岐阜県関市山田７３８番地

松 本 延 栄
〃

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号

９１６



２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び新居

浜市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９８８号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年８月３１日愛媛県告示

第８４１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を西条市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在

する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９８９号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年８月３１日愛媛県告示

第８３９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を西予市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西予

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９９０号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年９月１８日愛媛県告示

第８９４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を西予市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市小松町石鎚字横峰
２３０７

西条市下島山甲２２０番地４８

伊 藤 重 藏
森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西予市宇和町明間５０７４、
５０８０

西予市宇和町明間１番耕地３３
２番地
岡 田 兵太郎

森林所有者

西予市宇和町明間５０４２の
１から３まで

東京都品川区平塚２丁目４番
８号
本 多 マ チ

〃

西予市宇和町明間５０７４、
５０８０

西予市宇和町明間４番耕地２４
２番地
兵 頭 浅 吉

抵当権者

西予市宇和町明間５０７４、
５０８０

西予市宇和町明間４番耕地３３
０番地
兵 頭 平 市

〃

西予市宇和町明間５０４２の
１から３まで

西予市宇和町明間６番戸

薬師寺 彦 六
〃

新居浜市別子山字弟地５４
６の１から４まで

新居浜市別子山村５番戸

山 中 清太郎
抵当権者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西予市城川町窪野４５０５、
４５０６

西予市城川町窪野窪野１３番耕
地２０９番地
浦 田 洋 子

森林所有者

西予市野村町予子林７４３４
の１

西予市野村町予子林９番耕地
１６２番地
大和田 ス エ

〃

西予市野村町予子林７４１４
の１、７４５３の１

西予市野村町予子林７２５０番地

大和田 博
〃

西予市城川町窪野４５０７
西予市城川町窪野１３番耕地３４
９番地
� 橋 大三郎

〃

西予市城川町窪野４５０８
西予市城川町窪野４３７４番地

高 橋 フジ子
〃

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

宇和町明間４４５・４５３・野村町予子林７４３４の１・城川町窪野

４５０６・４５０７・４５１０・４５４２から４５４４まで（以上９筆について次

の図に示す部分に限る。）、４５０８、４５０９

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９９１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として

指定された目的

平成１０年９月２４日農林水産省告示第１５０２号（四に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９９２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山地方法務局から次のとおり公共測

量を実施する旨の通知があった。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（登記所備付地図作成作業に伴う基準点

設置作業）

２ 作業期間 平成３０年１１月５日から

平成３１年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市道後地区（松山市道後姫塚、石手一丁目か

ら五丁目まで（二丁目の一部を除く））

�������
�愛媛県告示第９９３号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成１９年法律第１１２号）第４０条の規定により、次のとおり住宅確

保要配慮者居住支援法人を指定した。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

ホームネット株式会社

東京都新宿区大�保三丁目８番２号新宿ガーデンタワー
２ 支援業務を行う事務所の所在地

東京都新宿区大�保三丁目８番２号新宿ガーデンタワー
３ 指定年月日

平成３０年１０月１１日

�������
�愛媛県告示第９９４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社河上工芸所

西条市今在家８４９－３

代表取締役 三宅 弘夫

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社河上工芸所

西条市今在家８４９－３

３ 特定施設に関する事項

� �１３染色機

西予市城川町窪野４５０９、
４５１０

西予市城川町窪野４３７５番地

竹 内 壽摩子
〃

西予市宇和町明間４５１、
４５４

西予市宇和町明間１番耕地９３
０番地２
佐 藤 留 吉

〃

西予市城川町窪野４５４４
西予市城川町窪野８７番戸

松 田 辰 治
抵当権者

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第１９号ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１３０キログラム処理（生地）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手７日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～７．８

最大 ５．８～８．２

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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� �１４のり抜き機

� �１５のり抜き機

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１２排水処理施設①

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １６

特 定 施 設 の 種 類 別表第１第１９号リ のり抜き施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２キログラム処理（生地）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手７日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～７．８

最大 ５．８～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

特 定 施 設 の 種 類 別表第１第１９号リ のり抜き施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２キログラム処理（生地）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手７日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～７．８

最大 ５．８～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

設 置 年 月 日 昭和６３年１０月３０日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 活性汚泥、凝集

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製、鉄製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦５，８００ミリメートル
横３９，８１９ミリメートル
高さ５，５００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３９０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 生物処理及び化学処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～１０．５

最大 ５．８～１１．０

通常 ５．８～１０．５

最大 ５．８～１１．０

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号

９１９



� �１２排水処理施設②

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１２排水口

�������
�愛媛県告示第９９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市橘土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成３０年１０月１９日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

退 任

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 ２３０

通常 １０

最大 ２８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 １０

最大 １２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．６

最大 ２．５

通常 １．３

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．５

通常 ０．８

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９７．１

最大 ３９０

通常 ２９７．１

最大 ３９０

備考 汚水等は、�１２排水処理施設②に送水する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９７．１

最大 ３９０

通常 ２９７．１

最大 ３９０

備考 汚水等は、�１２排水口より排水する。

設 置 年 月 日 昭和６３年１０月３０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製、鉄製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１，４００ミリメートル
横８，１１９ミリメートル
高さ２，２００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３９０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 化学処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～１０．５

最大 ５．８～１１．０

通常 ５．８～７．８

最大 ５．８～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２８

通常 １０

最大 ２８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １２

通常 １０

最大 １２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３

最大 ２

通常 １．３

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 ２

通常 ０．８

最大 ２

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～７．８

最大 ５．８～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９７．１

最大 ３９０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 横 井 隆 志 西条市楢木１６０番地

〃 真 木 和 親 西条市西泉乙１５１番地の２

〃 横 井 仁 西条市西泉乙４３５番地１

〃 西 坂 道 輝 西条市西田甲５３０番地

〃 戸 田 伸 西条市西泉乙３６７番地１

〃 藤 原 正 浩 西条市楢木５７番地

〃 工 藤 千 城 西条市坂元甲４１０番地

〃 村 松 忍 西条市坂元甲３２３番地

〃 楠 学 西条市坂元甲３９番地

〃 石 川 薫 明 西条市洲之内甲４４４番地

〃 松 本 省 三 西条市中野甲４９２番地

〃 石 川 公 三 西条市禎瑞６５６番地

監 事 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 伊 藤 信 行 西条市野々市３７番地２

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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�愛媛県告示第９９６号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 四国中央市土居町土地改良区土地改良事業（維持管理）変更

計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成３０年１０月２０日から１１月１６日まで

３ 縦覧場所

四国中央市土居庁舎

�������
�愛媛県告示第９９７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成３０年１０月１９日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成３０年１０月１１日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字児田１３５番１の一部及び１３７番３の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ５７．４５メートル

� 幅員 ５．００メートル

�愛媛県告示第９９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年１０月１９日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛県告示第９９９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成３０年１０月１９日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 敏 夫 西条市西泉乙３６９番地３

〃 戸 田 康 美 西条市野々市１４１番地

〃 難波江 好 美 西条市楢木１４４番地４

〃 西 坂 道 輝 西条市西田甲５３０番地

〃 高 橋 謙 侍 西条市西泉乙３８１番地４

〃 横 井 隆 志 西条市楢木１６０番地

〃 伊 藤 孝 明 西条市坂元甲４１４番地の第２

〃 佐 伯 一 男 西条市坂元甲３４７番地

〃 楠 学 西条市坂元甲３９番地

〃 石 川 薫 明 西条市洲之内甲４４４番地

〃 松 本 省 三 西条市中野甲４９２番地

〃 瀬 尾 宗 孝 西条市禎瑞６４１番地

監 事 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 真 木 和 親 西条市西泉乙１５１番地２

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第１３号

平成３０年１０月５日
伊予郡松前町大字鶴吉字化粧田８１１番９、８１１番１０、８１１番１１

伊予郡松前町大字筒井５４４番地１２

佐 賀 秀 司

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１４００１５３ 東宇和農業協同組合 愛媛県西予市宇和町卯
之町二丁目４６２番地 中 村 吉 年 居宅介護 ＪＡ東宇和ホームヘル

プサービスセンター
愛媛県西予市野村町野
村１２号４５４番地

平成３０年
９月３０日

３８１１４００１５３ 東宇和農業協同組合 愛媛県西予市宇和町卯
之町二丁目４６２番地 中 村 吉 年 重度訪問介護 ＪＡ東宇和ホームヘル

プサービスセンター
愛媛県西予市野村町野
村１２号４５４番地

平成３０年
９月３０日

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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公 告

監 査 公 表

�公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の規定に

より、平成３０年度准看護師試験を次のとおり施行する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市道後町２丁目１１－１４

愛媛看護研修センター ２階大研修室

２ 試験の日時

平成３１年２月８日（金）１２時３０分

３ 試験願書の提出期間

平成３０年１２月７日（金）から１４日（金）１７時まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課

�公表第１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、愛媛県知事から包括外部監査結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県監査委員 大 西 渡

同 梶 谷 大 治

同 本 田 和 良

同 永 井 一 平

選定した特定の事件 愛媛県の試験研究機関に係る財務に関する事務の執行及び事業の管理について

監査の結果に関する報告提出年月日 平成３０年３月２７日

監 査 対 象 機 関 経済労働部産業支援局産業創出課（産業技術研究所関係）

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○備品シール

物品の現物に添付される備品シールに記載した文字が消え、記載内容が確

認できないものについては、明りょうに記載し容易に確認できるようにして

おく必要がある。また、５万円未満で管理を要しない物品に貼付されている

備品シールについては剥がすか×印を記入し、５万円以上の物品については、

備品シールが貼付されていることを漏れなく確認する必要がある。

○物品の紛失

物品管理簿に掲載されているが、現物が見当たらない物品がある。

○公設試験場ネットワーク端末

財産台帳に掲載されている、公設試験場ネットワーク端末（平成１７年２月

取得 １，２４８，９４４円）については、少なくとも数年以前から使用されていな

いが、未だに保管され、財産台帳にも掲載されている。

平成２９年度末に改めて、物品管理簿と現物を照合し、備品シール貼付と記

載内容の確認を行った。さらに、５万円未満で管理を要しない物品に貼付さ

れている備品シールには×印記入の確認を行った。

定期的に備品シールを検認し、文字が薄くなったものについては都度上書

き、またはプリンターで印字した記載内容が消えにくい備品シールに貼りか

えることとした。

平成２９年度末に改めて、物品管理簿と現物を照合した結果、指摘のあった

物品以外については全て現物を確認した。指摘のあった物品については、会

計規則第２３３条に基づき、平成３０年８月３０日付けで物品の亡失手続を行い、

物品管理簿から削除した。

指摘のあった公設試験場ネットワーク端末については、平成３０年３月２７日

に廃棄処分するとともに、財産台帳から削除した。

監 査 対 象 機 関 農林水産部農業振興局農産園芸課（農林水産研究所果樹研究センター関係）

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○毒劇物において「試薬使用簿」に記録されている残量と現物が不一致

毒劇物の使用時に「試薬使用簿」への記録が漏れたことにより、「試薬使

用簿」に記載されている残数と現物が不一致となっていた。研究室研究班ご

とに備えられた「試薬使用簿」には、使用の都度、正確に使用実績等を記録

毒劇物と試薬使用簿を直ちに確認し、試薬使用簿に記載するとともに、平

成２９年９月１日から５日の間に、全研究室の毒劇物の在庫確認を指示し、指

摘のあった試薬以外は全て問題無いことを確認した。
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県監査委員 大 西 渡

同 梶 谷 大 治

同 本 田 和 良

同 永 井 一 平

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

総 務 管 理 課 平成３０年８月２０日

人 事 課 平成３０年８月２０日

市 町 振 興 課 平成３０年８月２０日

する必要がある。 毒劇物管理研修の開催（Ｈ３０．３．５）や班長会（Ｈ３０．４．２）等を通

じて試薬管理規程及び農薬管理規程の遵守を周知し、特に、購入・使用の都

度、迅速かつ確実に使用簿への記録の徹底を図った。また、毒劇物試薬の購

入に関する事前調書の供覧、不要試薬類の廃棄による保管試薬の適正化を図

った。さらに、年度末に試薬類、農薬の棚卸しによる在庫量の報告に加え、

今回の記帳漏れ防止のチェック機能を強化するため、水産研究センターの基

準を参考に、毒物・劇物については毎月、管理責任者が各班の使用簿と在庫

量を確認し、確認日と確認印の記帳を行うよう平成３０年６月より試薬管理規

程及び農薬管理規程の改正を行った。

監 査 対 象 機 関 農林水産部農業振興局畜産課（農林水産研究所畜産研究センター関係）

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○単価契約の見直しの根拠

燃料の単価契約を見直すに当たり、参考とした近隣給油所の一般販売価格

は当初契約時と変わっていないにもかかわらず、先方の値上げ要望に応じた

ことは不適切である。値上げ要望の妥当性を確かめる際には、客観的な指標

を用いることが必要である。

○値上げ検討時の検討資料の不備

燃料単価契約における値上げ要望に対して、承認の根拠としている近隣給

油所の相場が誤った数値となっており、値上げの可否の検討に重要な影響を

及ぼしている。

平成３０年度から、契約先から値上げ要望があった場合には、近隣給油所の

販売価格調査及び資源エネルギー庁による店頭価格調査の価格を指標として、

値上げ要望の妥当性を確認するよう改善した。

また、調査価格に変動があった場合にのみ、単価契約の見直しを行うよう

改めた。

平成３０年７、８月の価格変更に当たっては、記載ミスがないよう厳重なチ

ェック体制をとるとともに、近隣給油所の相場及び資源エネルギー庁調査の

価格を参考に値上げの可否を決定した。

また、年度内に複数回の値上げ等がある場合には、一連の書類を添付し、

過去の数値に誤りがないか厳重にチェックすることとした。

監 査 対 象 機 関 農林水産部水産局水産課（農林水産研究所水産研究センター関係）

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○備品シール（再掲）

物品の現物に添付される備品シールに記載した文字が消え、記載内容が確

認できないものについては、明りょうに記載し容易に確認できるようにする

必要がある。

○使用者名の管理簿への記載漏れ

毒劇物を使用する都度、管理簿に使用者名を記載することが必要である。

○毒物劇物管理責任者の１か月ごとの在庫確認漏れ

「「毒物」及び「劇物」の管理及び使用に関する基準」に従い、毎月、管

理責任者は使用状況及び在庫量について確認して問題がないか確認すること、

確認した証跡として押印またはサインを残すことが必要である。

○郵便切手類受払簿の物品出納者の押印漏れ

「郵便切手類受払簿」には物品出納者による確認印がないため、確認した

かどうか不明である。

切手の受け払い時には、物品出納者による確認を行い、確認したことにつ

いて確実に押印にて記録することが必要である。

古い備品シールでは、物品名等を油性マジックで記載していたため、経年

により消えかかっていたものもあったが、物品管理方法が改定されて以降は、

新しい備品シールを物品名等も含めてプリンターで印字し、記載内容を消え

にくくした。

また、随時備品シールを検認し、消えかかったものについてはその都度貼

りかえることとした。

使用者は使用する都度、管理簿に使用者名・使用量等を漏れなく記載する

ことを周知徹底し、２９年度から、管理責任者がその内容を確認することとし

た。

２９年９月から、管理責任者は毎月、総務室長は４半期ごとに、対象薬品の

使用状況及び在庫確認を行い、確認印を押印することとした。

受払簿の様式変更時に誤って確認印欄を漏らして印刷していたため、確認

印の押印を忘れていたものであり、監査後様式を正式なものに速やかに修正

し、現在は適切な取扱いを行っている。
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私 学 文 書 課 平成３０年８月２０日

財 政 課 平成３０年９月６日

行 革 分 権 課 平成３０年９月６日

税 務 課 平成３０年９月６日

総 合 政 策 課 平成３０年８月１０日

自 転 車 新 文 化 推 進 課 平成３０年８月１０日

秘 書 課 平成３０年８月１０日

広 報 広 聴 課 平成３０年８月１０日

統 計 課 平成３０年８月１０日

情 報 政 策 課 平成３０年８月１０日

地 域 政 策 課 平成３０年８月１０日

交 通 対 策 課 平成３０年８月１０日

地 域 ス ポ ー ツ 課 平成３０年８月９日

競 技 ス ポ ー ツ 課 平成３０年８月９日

文 化 振 興 課 平成３０年８月９日

ま な び 推 進 課 平成３０年８月９日

県 民 生 活 課 平成３０年８月２２日

男 女 参 画 ・ 県 民 協 働 課 平成３０年８月２２日

人 権 対 策 課 平成３０年８月２２日

消 防 防 災 安 全 課 平成３０年８月２２日

防 災 危 機 管 理 課 平成３０年８月２２日

原 子 力 安 全 対 策 課 平成３０年８月２２日

環 境 政 策 課 平成３０年８月２０日

循 環 型 社 会 推 進 課 平成３０年８月２０日

自 然 保 護 課 平成３０年８月２０日

保 健 福 祉 課 平成３０年８月２２日

医 療 対 策 課 平成３０年８月２２日

医 療 保 険 課 平成３０年８月２２日

健 康 増 進 課 平成３０年８月７日

薬 務 衛 生 課 平成３０年８月７日

子 育 て 支 援 課 平成３０年８月２４日

障 が い 福 祉 課 平成３０年８月２４日

長 寿 介 護 課 平成３０年８月２４日

産 業 政 策 課 平成３０年８月９日

企 業 立 地 課 平成３０年８月９日

労 政 雇 用 課 平成３０年８月９日

産 業 創 出 課 平成３０年８月７日

経 営 支 援 課 平成３０年８月７日

観 光 物 産 課 平成３０年８月７日

国 際 交 流 課 平成３０年８月７日

農 政 課 平成３０年９月３日

農 業 経 済 課 平成３０年９月３日

ブ ラ ン ド 戦 略 課 平成３０年９月３日

農 地 整 備 課 平成３０年９月３日

農 産 園 芸 課 平成３０年９月３日

畜 産 課 平成３０年９月３日

林 業 政 策 課 平成３０年９月３日

森 林 整 備 課 平成３０年９月３日

漁 政 課 平成３０年９月４日

水 産 課 平成３０年９月４日

漁 港 課 平成３０年９月４日

土 木 管 理 課 平成３０年９月６日

用 地 課 平成３０年９月６日

河 川 課 平成３０年９月４日

水 資 源 対 策 課 平成３０年９月４日

港 湾 海 岸 課 平成３０年９月４日

砂 防 課 平成３０年９月４日

道 路 建 設 課 平成３０年８月２４日

道 路 維 持 課 平成３０年８月２４日

都 市 計 画 課 平成３０年８月２４日

都 市 整 備 課 平成３０年８月２４日

建 築 住 宅 課 平成３０年８月２４日

出 納 局 平成３０年９月６日

人 事 委 員 会 事 務 局 平成３０年８月２０日

議 会 事 務 局 平成３０年９月４日

監 査 事 務 局 平成３０年９月６日

労 働 委 員 会 事 務 局 平成３０年８月７日

（監査の結果）

平成２９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の生活安定資金貸付金償還金について、適切に債権管理さ

れたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１６年度及び１７年度 ５０８者 ４５，０２５，７９０ 平成２９年度決算に
よる

（保健福祉課）

２ 看護職員修学資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引

き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ０ １，８００，０００ １，８００，０００

金額は各年度
の決算による２８年度 ０ １，８００，０００ １，８００，０００

差引増減 ０ ０ ０

（医療対策課）

３ 収入未済の延滞金（看護職員修学資金貸付金償還金に伴うもの）に

ついて、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度・２７年度 ２者 ６１，０００ 平成２９年度決算に
よる

（医療対策課）

４ 児童扶養手当返還金について、収入未済額の縮減に、引き続き努め

られたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ０ １，２３８，０３０ １，２３８，０３０
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２８年度 １９５，４００ １，２２７，７９０ １，４２３，１９０ 金額は各年度
の決算による

差引増減 △１９５，４００ １０，２４０ △１８５，１６０

（子育て支援課）

５ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ８，００８，９５２ ２４６，７７３，７７２ ２５４，７８２，７２４

金額は各年度
の決算による２８年度 ９，７２３，４７６ ２４７，９６４，９０１ ２５７，６８８，３７７

差引増減 △１，７１４，５２４ △１，１９１，１２９ △２，９０５，６５３

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 １９０，５４４ ２０，０５８，８２７ ２０，２４９，３７１

金額は各年度
の決算による２８年度 ２１０，０４４ ２０，４２５，２０１ ２０，６３５，２４５

差引増減 △１９，５００ △３６６，３７４ △３８５，８７４

（子育て支援課）

６ 収入未済の心身障害者扶養共済年金過払金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度、２０年度
及び２９年度 ２者 １５２，０００ 平成２９年度決算に

よる

（障がい福祉課）

７ 収入未済の企業立地促進事業費補助金返還金について、適切に債権

管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ３４，７９６，０００ 平成２９年度決算に
よる

（企業立地課）

８ 収入未済の地域改善対策職業訓練受講資金等貸付金償還金について、

適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１７年度 １者 ８，７００ 平成２９年度決算に
よる

（労政雇用課）

９ 中小企業振興資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ６，７４６，４６０ 平成２９年度決算に
よる

（経営支援課）

１０ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について、

収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ０ ６６，５５２，８９０ ６６，５５２，８９０

２８年度 ８，０００，０００ ６０，７６７，８９０ ６８，７６７，８９０ 金額は各年度
の決算による

差引増減 △８，０００，０００ ５，７８５，０００ △２，２１５，０００

（林業政策課）

１１ 林業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還金に

伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度～２１年度 ３者 １，０５５，３５５ 平成２９年度決算に
よる

（林業政策課）

１２ 県有林経営事業特別会計については、昭和５９年度以降歳入不足額が

生じ、毎年度繰上充用の措置が講じられているところであるが、平成

２９年度末の歳入不足額は ２２億９，５１６万円と、前年度より ３，６３５万円

減少したものの、平成２９年度の木材価格は県営林経営改善計画策定当

時（平成１１年度）の５割程度にまで下落していることから、平成２７年

３月に見直しを行った県営林経営改善計画を着実に実行するなど、今

後の健全な経営に向けて、より一層努められたい。

（森林整備課）

１３ 職員の不注意により公用車による事故（１件）が発生し、当該車両

の廃車及び相手方工作物の毀損等があったほか、当方に人的被害があ

った。

（森林整備課）

１４ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

について、収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ０ １，８９１，０００ １，８９１，０００

金額は各年度
の決算による２８年度 ４７０，０００ １，９９７，０００ ２，４６７，０００

差引増減 △４７０，０００ △１０６，０００ △５７６，０００

（漁政課）

１５ 沿岸漁業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 ９６９，５１７ 平成２９年度決算に
よる

（漁政課）

１６ 住宅貸付損害金について、適切に債権管理するとともに、収入未済

額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 １，２０４，０３２ ２６，２６４，６００ ２７，４６８，６３２

金額は各年度
の決算による２８年度 ０ ２８，２５８，４５２ ２８，２５８，４５２

差引増減 １，２０４，０３２ △１，９９３，８５２ △７８９，８２０

（建築住宅課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成３０年７月２７日

今 治 支 局 平成３０年７月２３日、
平成３０年７月２７日

健 康 福 祉 環 境 部 平成３０年７月２７日

四 国 中 央 保 健 所 平成３０年７月２７日
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産 業 経 済 部 平成３０年７月２３日

東 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成３０年７月２３日

建 設 部 平成３０年７月２７日

四 国 中 央 土 木 事 務 所 平成３０年７月２７日

今 治 土 木 事 務 所 平成３０年７月２３日

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 平成３０年７月２７日

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 平成３０年７月２７日

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成３０年７月２３日

台 ダ ム 管 理 事 務 所 平成３０年７月２３日

出 納 室 平成３０年７月２７日

（監査の結果）

平成２９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 １６４，７６５，０４２ ３４１，２４０，３９１ ５０６，００５，４３３
金額は各年
度の決算に
よる

２８年度 １６９，６１４，２３６ ４２４，４５９，７６３ ５９４，０７３，９９９

差引増減 △４，８４９，１９４ △８３，２１９，３７２ △８８，０６８，５６６

（総務企画部）

２ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当該車両

及び相手方車両の廃車があり、県に多額な損害を与えた。

（健康福祉環境部）

３ 生活保護費戻入金について、収入未済額の縮減に、引き続き努めら

れたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ０ ２７９，５０５ ２７９，５０５

金額は各年度
の決算による２８年度 ０ ２９４，５０５ ２９４，５０５

差引増減 ０ △１５，０００ △１５，０００

（健康福祉環境部）

４ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・父子・寡婦福祉資金

貸付金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ９，６６６，５６４ ３８，００７，３０１ ４７，６７３，８６５

金額は各年度
の決算による２８年度 １０，９２５，５０４ ３４，８２６，４１８ ４５，７５１，９２２

差引増減 △１，２５８，９４０ ３，１８０，８８３ １，９２１，９４３

（父子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ２３，５００ ０ ２３，５００

２８年度 ０ ０ ０ 金額は各年度
の決算による

差引増減 ２３，５００ ０ ２３，５００

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ２１０，９４９ １，６９５，０７４ １，９０６，０２３

金額は各年度
の決算による２８年度 ２１９，１８３ １，５５０，３４３ １，７６９，５２６

差引増減 △８，２３４ １４４，７３１ １３６，４９７

（健康福祉環境部）

５ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ４６５，０００ ６，１９１，６００ ６，６５６，６００

金額は各年度
の決算による２８年度 ３４６，４００ ６，２４２，９００ ６，５８９，３００

差引増減 １１８，６００ △５１，３００ ６７，３００

（建設部）

６ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ７１１，４００ ２，００８，７００ ２，７２０，１００

金額は各年度
の決算による２８年度 ７２０，９００ ２，７１１，６００ ３，４３２，５００

差引増減 △９，５００ △７０２，９００ △７１２，４００

（建設部（今治土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成３０年７月２４日

健 康 福 祉 環 境 部 平成３０年７月２４日

産 業 経 済 部 平成３０年７月２４日

中 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成３０年７月２４日

建 設 部 平成３０年７月２４日

� 万 高 原 土 木 事 務 所 平成３０年７月２４日

出 納 室 平成３０年７月２４日

（監査の結果）

平成２９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の違約金（電気調達に係るもの）について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 １，０３８，２３１ 平成２９年度決算に
よる

（総務企画部）

２ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。
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調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ２４８，４００ 平成２９年度決算に
よる

（建設部）

８ 収入未済の違約金及び前払金余剰額に対する利息（いずれも工事請

負契約の解除に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

（違約金）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２７０，１００ 平成２９年度決算に
よる

（利息）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２４７，８８５ 平成２９年度決算に
よる

（建設部（�万高原土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成３０年７月１１日

八 幡 浜 支 局 平成３０年７月１１日

健 康 福 祉 環 境 部 平成３０年７月１１日

産 業 経 済 部 平成３０年７月１１日

南 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成３０年７月１１日

建 設 部 平成３０年７月１１日

大 洲 土 木 事 務 所 平成３０年７月１１日

八 幡 浜 土 木 事 務 所 平成３０年７月１１日

西 予 土 木 事 務 所 平成３０年７月１１日

愛 南 土 木 事 務 所 平成３０年７月１１日

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成３０年７月１１日

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 平成３０年７月１１日

出 納 室 平成３０年７月１１日

（監査の結果）

平成２９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ５４，７６５，１４１ ６８，７５７，５２３ １２３，５２２，６６４
金額は各年
度の決算に
よる

２８年度 ５８，７０４，０７０ ９２，７９６，４５２ １５１，５００，５２２

差引増減 △３，９３８，９２９ △２４，０３８，９２９ △２７，９７７，８５８

（総務企画部）

２ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 １，５４７，６１０ ９，７６７，５０４ １１，３１５，１１４

２８年度 ５９８，９１１ ９，５５４，０４７ １０，１５２，９５８ 金額は各年度
の決算による

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ２５１，７１５，３７２ ５２８，８５９，２６９ ７８０，５７４，６４１
金額は各
年度の決
算による

２８年度 ３１９，６８５，８３８ ６２３，０７４，２９４ ９４２，７６０，１３２

差引増減 △６７，９７０，４６６ △９４，２１５，０２５ △１６２，１８５，４９１

（総務企画部）

３ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ２，１０４，２２０ １２，０６１，０９０ １４，１６５，３１０

金額は各年度
の決算による２８年度 １，８８３，５２５ １０，３９４，７６５ １２，２７８，２９０

差引増減 ２２０，６９５ １，６６６，３２５ １，８８７，０２０

（健康福祉環境部）

４ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 １，８７５，６２２ ８，８１７，６５３ １０，６９３，２７５

金額は各年度
の決算による２８年度 ２，１２０，５４７ ８，７２５，０８４ １０，８４５，６３１

差引増減 △２４４，９２５ ９２，５６９ △１５２，３５６

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 １２７，１２８ １，６７８，４１２ １，８０５，５４０

金額は各年度
の決算による２８年度 １２７，１２８ １，６８３，９８０ １，８１１，１０８

差引増減 ０ △５，５６８ △５，５６８

（健康福祉環境部）

５ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ６，２３６，６０２ １７，８８１，３３０ ２４，１１７，９３２

金額は各年度
の決算による２８年度 ６，７９９，５５３ ２０，２２０，０３０ ２７，０１９，５８３

差引増減 △５６２，９５１ △２，３３８，７００ △２，９０１，６５１

（建設部）

６ 収入未済の前払金余剰額に対する利息（工事請負契約の解除に伴う

もの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 ５，７９４ 平成２９年度決算に
よる

（建設部）

７ 収入未済の河川不法投棄処分費負担金について、適切に債権管理さ

れたい。
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差引増減 ９４８，６９９ ２１３，４５７ １，１６２，１５６

（健康福祉環境部）

３ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努

められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ６，３５１，８１９ ２５，８７１，０８０ ３２，２２２，８９９

金額は各年度
の決算による２８年度 ７，１３２，６２４ ２２，９４４，２０３ ３０，０７６，８２７

差引増減 △７８０，８０５ ２，９２６，８７７ ２，１４６，０７２

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 １６３，１０４ ２，５９５，９０６ ２，７５９，０１０

金額は各年度
の決算による２８年度 １８２，３２０ ２，６３５，１５７ ２，８１７，４７７

差引増減 △１９，２１６ △３９，２５１ △５８，４６７

（健康福祉環境部）

４ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ６４５，７５６ ２，８６４，２７６ ３，５１０，０３２

金額は各年度
の決算による２８年度 ８２９，７６０ ２，０９４，５１６ ２，９２４，２７６

差引増減 △１８４，００４ ７６９，７６０ ５８５，７５６

（健康福祉環境部（八幡浜支局））

５ 収入未済の賠償金（公用車事故に伴うもの）について、適切に債権

管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 １９１，７７５ 平成２９年度決算に
よる

（産業経済部（八幡浜支局））

６ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ３６９，１００ ７０１，８００ １，０７０，９００

金額は各年度
の決算による２８年度 ３３６，８００ ６６３，０００ ９９９，８００

差引増減 ３２，３００ ３８，８００ ７１，１００

（建設部）

７ 職員（１６名）の超過勤務手当について、同一週を超えた週休日の振

替に伴う超過勤務手当及び休日給（平成２９年９月及び１０月分）が２２０，

９９７円の支給不足となっていた。

（建設部（大洲土木事務所））

８ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ３６７，７００ ７３７，６００ １，１０５，３００

金額は各年度
の決算による２８年度 ２５９，３００ ９２０，７００ １，１８０，０００

差引増減 １０８，４００ △１８３，１００ △７４，７００

（建設部（八幡浜土木事務所））

９ 継続して占用を許可していた占用物件に係る河川占用料（１件）に

ついて、過去３年にわたり未調定（８，４００円）となっていた。また、

継続して占用を許可していた占用物件に係る道路占用料（２件）につ

いて、過去３年にわたり、調定不足（２２５円）となっていた。

（建設部（八幡浜土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 京 事 務 所 平成３０年５月８日

研 修 所 平成３０年５月８日

総 合 科 学 博 物 館 平成３０年５月８日

歴 史 文 化 博 物 館 平成３０年５月８日

美 術 館 平成３０年４月１８日

消 防 学 校 平成３０年５月８日

消 費 生 活 セ ン タ ー 平成３０年５月８日

原 子 力 セ ン タ ー 平成３０年５月８日

福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 平成３０年５月１０日

東予子ども・女性支援センター 平成３０年４月１６日

南予子ども・女性支援センター 平成３０年５月１７日

食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 平成３０年５月２４日

動 物 愛 護 セ ン タ ー 平成３０年５月１１日

衛 生 環 境 研 究 所 平成３０年４月１８日

心 と 体 の 健 康 セ ン タ ー 平成３０年５月８日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 平成３０年５月１０日

え ひ め 学 園 平成３０年５月８日

計 量 検 定 所 平成３０年４月１８日

産 業 技 術 研 究 所
平成３０年４月１６日、
平成３０年５月８日、
平成３０年５月１１日、
平成３０年５月１５日

新 居 浜 高 等 技 術 専 門 校 平成３０年５月８日

今 治 高 等 技 術 専 門 校 平成３０年５月８日

松 山 高 等 技 術 専 門 校 平成３０年５月１０日

宇 和 島 高 等 技 術 専 門 校 平成３０年５月１７日

大 阪 事 務 所 平成３０年５月８日

病 害 虫 防 除 所 平成３０年５月８日

農 業 大 学 校 平成３０年５月８日

農 林 水 産 研 究 所
平成３０年５月８日、
平成３０年５月１１日、
平成３０年５月１５日、
平成３０年５月２４日

家 畜 病 性 鑑 定 所 平成３０年５月１５日

（監査の結果）

平成２９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施
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したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ６，９７４，９３０ ２６，７３８，４００ ３３，７１３，３３０

金額は各年度
の決算による２８年度 ６，８７０，０７０ ２５，６３９，７５０ ３２，５０９，８２０

差引増減 １０４，８６０ １，０９８，６５０ １，２０３，５１０

（福祉総合支援センター）

２ 収入未済の非常勤嘱託職員報酬返納金について、適切に債権管理さ

れたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ６８，８１４ 平成２９年度決算に
よる

（福祉総合支援センター）

３ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当該車両

及び相手方車両の毀損があり、県に多額な損害を与えた。

（福祉総合支援センター）

４ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 １，２２４，０４０ ７，０９１，０９１ ８，３１５，１３１

金額は各年度
の決算による２８年度 １，０５６，６３０ １０，８３５，９７１ １１，８９２，６０１

差引増減 １６７，４１０ △３，７４４，８８０ △３，５７７，４７０

（東予子ども・女性支援センター）

５ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ２，８２１，６３０ ７，４７３，７９０ １０，２９５，４２０

金額は各年度
の決算による２８年度 ２，２４５，０３０ ６，４４１，９２０ ８，６８６，９５０

差引増減 ５７６，６００ １，０３１，８７０ １，６０８，４７０

（南予子ども・女性支援センター）

６ 子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ７７４，０３５ ３，１１１，８０８ ３，８８５，８４３

金額は各年度
の決算による２８年度 ９３８，６０７ ３，４１９，６２０ ４，３５８，２２７

差引増減 △１６４，５７２ △３０７，８１２ △４７２，３８４

（子ども療育センター）

７ 収入未済の食卵委託販売契約に係る生産物売払収入について、適切

に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２５年度 １者 １，２２１，７３１ 平成２９年度決算に
よる

（農林水産研究所 畜産研究センター養鶏研究所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 平成３０年８月１７日

社 会 教 育 課 平成３０年８月１７日

文 化 財 保 護 課 平成３０年８月１７日

保 健 体 育 課 平成３０年８月１７日

義 務 教 育 課 平成３０年８月２７日

高 校 教 育 課 平成３０年８月２７日

人 権 教 育 課 平成３０年８月２７日

特 別 支 援 教 育 課 平成３０年８月２７日

中 予 教 育 事 務 所 平成３０年４月１６日

東 予 教 育 事 務 所 平成３０年５月８日

南 予 教 育 事 務 所 平成３０年５月１７日

総 合 教 育 セ ン タ ー 平成３０年５月８日

図 書 館 平成３０年４月１８日

川 之 江 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

三 島 高 等 学 校 平成３０年１月２３日

土 居 高 等 学 校 平成３０年１月２３日

新 居 浜 東 高 等 学 校 平成３０年１月２２日

新 居 浜 西 高 等 学 校 平成３０年１月２２日

新 居 浜 南 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

西 条 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

西 条 農 業 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

小 松 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

東 予 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

丹 原 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

今 治 西 高 等 学 校 平成３０年１月２２日

今 治 南 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

今 治 北 高 等 学 校 平成３０年１月２２日

今 治 工 業 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

伯 方 高 等 学 校 平成３０年１月２２日

弓 削 高 等 学 校 平成３０年１月２２日

北 条 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

松 山 東 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

松 山 南 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

松 山 北 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

松 山 中 央 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

松 山 工 業 高 等 学 校 平成３０年１月２３日

松 山 商 業 高 等 学 校 平成３０年１月２３日

東 温 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

上 浮 穴 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

小 田 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

伊 予 農 業 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

伊 予 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

大 洲 高 等 学 校 平成３０年１月２５日
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大 洲 農 業 高 等 学 校 平成３０年１月２５日

長 浜 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

内 子 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

八 幡 浜 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

川 之 石 高 等 学 校 平成３０年１月２５日

三 崎 高 等 学 校 平成３０年１月２５日

三 瓶 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

宇 和 高 等 学 校 平成３０年１月２５日

野 村 高 等 学 校 平成３０年１月２５日

宇 和 島 東 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

吉 田 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

三 間 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

北 宇 和 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

津 島 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

南 宇 和 高 等 学 校 平成３０年３月１６日

今 治 東 中 等 教 育 学 校 平成３０年３月１６日

松 山 西 中 等 教 育 学 校 平成３０年３月１６日

宇 和 島 南 中 等 教 育 学 校 平成３０年３月１６日

松 山 盲 学 校 平成３０年３月１６日

松 山 聾 学 校 平成３０年１月２３日

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 平成３０年１月２３日

み な ら 特 別 支 援 学 校 平成３０年１月２３日

今 治 特 別 支 援 学 校 平成３０年３月１６日

宇 和 特 別 支 援 学 校 平成３０年３月１６日

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 平成３０年１月２２日

（監査の結果）

平成２９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ６３，０３５，０００ ２１４，９２７，１００ ２７７，９６２，１００

金額は各年度
の決算による２８年度 ６１，４７７，０００ １７８，６３０，１００ ２４０，１０７，１００

差引増減 １，５５８，０００ ３６，２９７，０００ ３７，８５５，０００

（教育総務課）

２ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ３２，４２９，００６ ５６８，１５９，０２２ ６００，５８８，０２８
金額は各年
度の決算に
よる

２８年度 ４３，０６５，８８０ ５４３，４９０，９１６ ５８６，５５６，７９６

差引増減 △１０，６３６，８７４ ２４，６６８，１０６ １４，０３１，２３２

（人権教育課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 平成３０年８月２７日

四 国 中 央 警 察 署 平成３０年３月１６日

新 居 浜 警 察 署 平成３０年２月９日

西 条 警 察 署 平成３０年３月１６日

西 条 西 警 察 署 平成３０年２月９日

今 治 警 察 署 平成３０年３月１６日

伯 方 警 察 署 平成３０年２月８日

松 山 東 警 察 署 平成３０年３月１６日

松 山 西 警 察 署 平成３０年２月９日

松 山 南 警 察 署 平成３０年３月１６日

� 万 高 原 警 察 署 平成３０年３月１６日

伊 予 警 察 署 平成３０年３月１６日

大 洲 警 察 署 平成３０年２月９日

八 幡 浜 警 察 署 平成３０年３月１６日

西 予 警 察 署 平成３０年２月８日

宇 和 島 警 察 署 平成３０年２月８日

愛 南 警 察 署 平成３０年３月１６日

（監査の結果）

平成２９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 放置違反金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ２，３９６，０００ ４，３１６，３５６ ６，７１２，３５６

金額は各年度
の決算による２８年度 ３，０６６，０００ ４，５３１，３５６ ７，５９７，３５６

差引増減 △６７０，０００ △２１５，０００ △８８５，０００

（警察本部）

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）について、収入未済額の縮減に、

一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２９年度 ３７７，６２６ ９０２，２００ １，２７９，８２６

金額は各年度
の決算による２８年度 ４１５，４００ ７８４，３００ １，１９９，７００

差引増減 △３７，７７４ １１７，９００ ８０，１２６

（警察本部）

３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１７年度及び１９年度 ２者 ８０９，０００ 平成２９年度決算に
よる

（警察本部）

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（９件）し、当該車

両の毀損があった。

（警察本部）

５ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第５号
愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の教育委員会規則で定める事務並びに同条例別表第２の教育委員会規則で定める事務及び情

報を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年１０月１９日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の教育委員会規則で定める事務並びに同条例別表第２の教育委員会規則で定める事務及

び情報を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の教育委員会規則で定める事務並びに同条例別表第２の教育委員会規則で定める事務及び情

報を定める規則（平成２７年愛媛県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１８年度 １者 ７８９，９３１ 平成２９年度決算に
よる

（今治警察署）

６ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（８件）し、当該車

両及び相手方車両の毀損があった。

（今治警察署）

７ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 ４者 ４５９，７８４ 平成２９年度決算に
よる

（松山東警察署）

８ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（８件）し、当該車

両及び相手方車両の毀損があった。

（松山東警察署）

９ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 ７１０，８２２ 平成２９年度決算に
よる

（松山南警察署）

１０ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（１件）し、相手方

の人的被害があったほか、当該車両及び相手方車両の毀損があり、県

に多額の損害を与えた。

（八幡浜警察署）

１１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 ２１０，０００ 平成２９年度決算に
よる

（宇和島警察署）

改 正 後 改 正 前

（条例別表第１の教育委員会規則で定める事務）

第１条 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例

第４９号。以下「条例」という。）別表第１の８の項の教育委員会

規則で定める事務は、県立中等教育学校前期課程の生徒の保護者

に対する学校給食費の援助を受ける資格の認定の申請の受理、そ

の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務とする。

第２条 条例別表第１の９の項の教育委員会規則で定める事務は、

同項に規定する奨学給付金の受給資格の認定の申請の受理、その

申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関す

る事務とする。

第３条 条例別表第１の１０の項の教育委員会規則で定める事務は、

次のとおりとする。

� 学び直し支援金（条例別表第１の１０の項に規定する学び直し

支援金をいう。以下同じ。）の受給資格の認定の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

に関する事務

� 省略

第４条 条例別表第１の１１の項の教育委員会規則で定める事務は、

特別支援学校等への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の

受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に

対する応答に関する事務とする。

（条例別表第１の教育委員会規則で定める事務）

第１条 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例

第４９号。以下「条例」という。）別表第１の７の項の教育委員会

規則で定める事務は、県立中等教育学校前期課程の生徒の保護者

に対する学校給食費の援助を受ける資格の認定の申請の受理、そ

の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務とする。

第２条 条例別表第１の８の項の教育委員会規則で定める事務は、

同項に規定する奨学給付金の受給資格の認定の申請の受理、その

申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関す

る事務とする。

第３条 条例別表第１の９の項の教育委員会規則で定める事務は、

次のとおりとする。

� 学び直し支援金（条例別表第１の９の項に規定する学び直し

支援金をいう。以下同じ。）の受給資格の認定の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

に関する事務

� 省略

第４条 条例別表第１の１０の項の教育委員会規則で定める事務は、

特別支援学校等への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の

受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に

対する応答に関する事務とする。

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第６号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年１０月１９日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則等の一部を改正する規則

（愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

川之江高

等学校

３年 普通科 ８００ 省略 川之江高

等学校

３年 普通科 ８４０ 省略

省略 省略

今治西高

等学校

省略 今治西高

等学校

省略

伯方分校 ３年 普通科 １８０

省略 省略

伯方高等

学校

３年 普通科 １８０

省略 省略

北条高等

学校

３年 総合学科 ６００ 北条高等

学校

３年 総合学科 ６８０

省略 省略

松山商業

高等学校

３年 商業科 ２４０ 省略 松山商業

高等学校

３年 商業科 ２４０ 省略

流通経済科 ３６０ 流通経済科 ３６０

国際経済科 ４０

地域ビジネ

ス科

１２０ 地域ビジネ

ス科

８０

情報ビジネ

ス科

３６０ 情報ビジネ

ス科

３６０

省略 省略

津島高等

学校

３年 普通科 ２００ 津島高等

学校

３年 普通科 ２２０

省略 省略

備考 省略

別表第４（第４条関係）

備考 省略

別表第４（第４条関係）

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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（愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（通学区域の指定の特例）

第４条 第２条第１項の規定にかかわらず、募集する定員の１００分

の５（定員の充足状況、高等学校の存する地域の特性その他の事

情を勘案して特に必要があると教育長が認める場合にあつては、

１００分の３０。）を超えない範囲内においては、通学区域によらな

いことができる。

２ 第２条第１項及び前項の規定にかかわらず、第２条第１項の通

学区域による志願者の数が、募集する定員から前項の規定により

通学区域によらないことができるとされた定員の数を減じた数に

満たないときは、募集する定員から当該志願者の数を減じた数を

限度として通学区域によらないことができる。

別表（第２条関係）

（通学区域の指定の特例）

第４条 第２条第１項の規定にかかわらず、募集する定員の１００分

の５

を超えない範囲内においては、通学区域によらな

いことができる。ただし、志願者の数が募集する定員に満たない

ときは、１００分の５を超えることができる。

別表（第２条関係）

地

区

高等学校名
通学区域

地

区

高等学校名
通学区域

本校 分校 本校 分校

東

予

地

区

省略 省略

東

予

地

区

省略 省略

東予

今治西 今治西

伯方

省略 省略

伯方

省略 省略

省

略

省

略

学校名

学校が行

う教育の

対象者

部
修業

年限
学科

生徒

定員
学校名

学校が行

う教育の

対象者

部
修業

年限
学科

生徒

定員

省略 省略

松山城北

分校

知的障害

者

高等部 本科 ３年 普通科 ４８ 松山城北

分校

知的障害

者

高等部 本科 ３年 普通科 ４０

産業科 ２４ 産業科 ２４

省略 省略

新居浜特

別支援学

校

知的障害

者

省略 新居浜特

別支援学

校

知的障害

者

省略

高等部 本科 ３年 普通科 ９６ 高等部 本科 ３年 普通科 ８８

産業科 ２４ 産業科 ２４

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（通学区域の指定の特例） （通学区域の指定の特例）

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第７号
平成３１年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次のように

定める。

平成３０年１０月１９日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

平成３１年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成３１年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要項に基

づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の入学者の選抜

は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定

める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成３１年度県立高等学校の第１学年の募集定員は、別に定め

る。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及び水産

に関する各学科においては、それぞれに属する２以上の小学科

について、一括して募集すること（以下「くくり募集」という。）

ができる。

また、国際文理国際科及び国際文理理数科（以下「国際文理

科」という。）についてはくくり募集する。

さらに、理数科及び国際文理科については、普通科とのくく

り募集ができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭

和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定めるところによる。

なお、教育長が別に定める学科にあっては、通学区域によらな

いことができる募集定員の割合をあらかじめ定めた上で全国の区

域から志願者を募集すること（以下「全国募集」という。）がで

きる。

第３ 一般入学者選抜

１ 実施学科

平成３１年度入学者の募集を行う全日制の課程及び定時制の課

程の全ての学科について実施する。

２ 募集人員

一般入学の募集人員は、全日制の課程にあっては当該学科の

募集定員から当該学科の推薦入学確約者数を差し引いた数と、

定時制の課程にあっては当該学科の募集定員とする。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

ア 平成３１年３月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学

校若しくは義務教育学校（以下「中学校等」という。）を

卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了す

る見込みの者

イ 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者

� 出願期間

ア 出願期間は、平成３１年２月１９日（火）午前９時から同月

２５日（月）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日

を除く日の午前９時から午後４時まで（同月２５日（月）に

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に伯方高等学校に在学する生徒は、その時において今治西高等学校伯方分校の生徒になるものとする。

（高等学校の入学定員の特例）

３ 第１条の規定による改正後の愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則別表第１の１備考２本文の規定にか

かわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成３１年度における第１学年の入学定員は、当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学校名
全日制の課程

学科 入学定員

川之江高等学校 普通科 ２４０

北条高等学校 総合学科 １６０

津島高等学校 普通科 ６０

第４条 第２条の規定にかかわらず、募集する定員の１００分の５を

超えない範囲内においては、通学区域によらないことができる。

２ 第２条及び前項の規定にかかわらず、第２条の通学区域による

志願者の数が、募集する定員から前項の規定により通学区域によ

らないことができるとされた定員の数を減じた数に満たないとき

は、募集する定員から当該志願者の数を減じた数を限度として通

学区域によらないことができる。

第４条 第２条の規定にかかわらず、募集する定員の１００分の５を

超えない範囲内においては、通学区域によらないことができる。

ただし、志願者の数が募集する定員に満たないときは、１００分の

５を超えることができる。
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あっては、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

イ 保護者の転勤に伴う県外からの出願については、�の志
願変更期間中も出願することができる。

� 出願制限

ア 入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は課程に出願

することはできない。

イ 入学志願者は、次の�又は�に該当する場合を除いては、
二つ以上の学科に出願することはできない。

� 同一学校、同一課程の農業、工業、商業又は水産に関

する各学科のいずれかに属する二つの小学科を志望する

場合で、当該小学科のうち一つの小学科を第２志望とす

るとき。この場合において、くくり募集をする小学科に

あっては、当該募集の単位をもって一つの小学科とみな

す。

� 理数科又は国際文理科に出願する場合で、当該県立高

等学校の普通科を第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に入学選考料（全日制の課程２，

２００円、定時制の課程９５０円）に相当する愛媛県収入証紙を

貼付し、受検票を添え、在籍又は出身の中学校等又は中等

教育学校の校長（以下「中学校長」という。）を経て（在

籍及び出身の中学校等及び中等教育学校のない場合にあっ

ては、直接）、志願先の高等学校の校長（以下「志願先高

等学校長」という。）に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に愛

媛県県立高等学校入学志願理由書を添えて提出しなけれ

ばならない。ただし、志願変更期間中における保護者の

転勤に伴う県外からの出願については、愛媛県県立高等

学校入学志願理由書に代えて、保護者の転勤に伴う入学

志願許可申請書を提出しなければならない。

� 高等学校長は、入学志願理由書又は入学志願許可申請

書の提出があった場合は、志願の理由が適当と認められ

た者について、出願期間中（保護者の転勤に伴う志願変

更期間中の出願にあっては、志願変更期間中）に、県外

からの入学志願者受付承認願２部を教育長に提出し、承

認を受けるものとする。

ウ 中学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断さ

れる者が志願する場合には、平成３１年１月１６日（水）まで

に学力検査に関する特別措置願を志願先高等学校長に提出

するものとする。

高等学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成３１年１月２３日（水）までに教育長に提出し、協

議するものとする。

エ 中学校等又は中等教育学校において年間３０日以上の長期

欠席のある入学志願者は、本人の希望により、欠席の理由

等を記載した自己申告書（厳封すること。）を入学願書に

添え、志願先高等学校長に提出することができる。

オ 海外帰国生徒等としての扱いを希望する場合の手続は、

次のとおりとする。

� 海外帰国生徒等としての扱いを希望する者は、平成３１

年１月１６日（水）までに海外帰国生徒等取扱措置願を志

願先高等学校長に提出しなければならない。ただし、や

むを得ない事情で、期限内に提出ができない場合は、そ

の事情を記した事由書を添えて提出するものとする。

� 高等学校長は、海外帰国生徒等取扱措置願の提出があ

った場合は、その写しを平成３１年１月２３日（水）までに

教育長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経

験等の事情を勘案し、学力検査の実施等に関し講ずべき

措置について協議するものとする。

� 海外帰国生徒等とは、保護者とともに県内に住所を有

する者又は入学日までに県内に住所を有する予定の者で、

帰国後の期間（帰国した日から平成３１年２月１８日までの

期間をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における

在住期間が、帰国時から遡り継続して１年以上であるも

のをいう。ただし、保護者が引き続き海外に居住する場

合は、身元引受人を保護者とみなす。

� 志願変更

出願手続を終えた者で、学校、課程又は学科の志願変更を

希望するものは、平成３１年２月２６日（火）午前９時から同年

３月４日（月）正午までの間に、いずれの学校、いずれの課

程、いずれの学科へでも１回に限り志願変更をすることがで

きる。この場合において、定時制の課程から全日制の課程へ

志願変更をするときは、入学選考料の不足額（１，２５０円）に

相当する愛媛県収入証紙を添えなければならない。

志願変更の受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前

９時から午後４時まで（同年３月４日（月）にあっては、午

前９時から正午まで）とする。

４ 報告書

� 中学校長は、次の報告書を、平成３１年２月２６日（火）午前

９時から同年３月４日（月）正午までの間に、志願先高等学

校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 学習成績等一覧表

� 中学校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出でき

ないときは、その事情を記した事由書及び当該報告書に代わ

る参考資料を提出するものとする。

� 志願先高等学校長は、報告書の内容について、必要があれ

ば中学校長に説明を求めることができる。

５ 学力検査等

� 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

ア 検査教科

� 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。

� 定時制の課程

国語並びに社会、数学、理科及び英語のうちから入学

志願者が選択する２教科の３教科とする。

イ 検査問題

平成３１年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学

力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及

び合格者の発表の日について（平成３０年５月２２日愛媛県教

育委員会公告）１�イに定めるところによる。
� 実技テスト

今治工業高等学校繊維デザイン科及び松山南高等学校砥部
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分校デザイン科（以下「工業に関するデザイン科」という。）

の入学志願者（当該学科を第２志望とする者を含む。�にお
いて同じ。）に対して、実技テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 面接

ア 入学志願者全員に対して、面接を行う。

イ 工業に関するデザイン科の入学志願者の面接は、実技テ

スト終了後に行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 教 科 等

平成３１年
３月７日（木）

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３０ 国 語

１０：４５～１１：１０ 国 語（作文）

１１：２５～１２：１５ 理 科

１２：１５～１３：１０ （昼 食）

１３：１５～１４：０５ 社 会

平成３１年
３月８日（金）

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３５ 数 学

１０：５０～１１：５０ 英 語

１１：５０～１２：５０ （昼 食）

１３：００～
面 接

（工業に関するデザイン科
にあっては、実技テスト
（３０分）終了後に面接）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 入学者の選抜方法

� 高等学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び実

技テストの結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特色を

踏まえて、その教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。

� 合格者の決定は、次の方法による。

ア 全日制の課程

� 学力検査の成績は、各教科５０点満点とし、合計２５０点

満点とする。ただし、理数科及び総合学科については、

傾斜配点を実施することができる。この場合において、

理数科にあっては数学と理科の得点を、総合学科にあっ

ては５教科の中で得点が高い２教科の得点を１．５倍して、

それぞれ７５点満点とし、検査を実施する５教科の合計を

３００点満点とする。

� 調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１学年か

ら第３学年までにおいて履修した必修教科の評定の合計

をいう。以下同じ。）は、１３５点満点とする。

� 調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及

び実技テストの評価方法等については、高等学校長が定

めるものとする。

� 次の第１選抜及び第２選抜の順に選抜し、合格者を決

定する。ただし、入学志願者数が募集人員を下回ってい

る場合は、ａ及びｂ中「募集人員」とあるのは、「入学

志願者数」と読み替えるものとする。

ａ 第１選抜

調査書点が上位から募集人員の９０パーセント程度以

内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及び実技

テストの結果が良好な者を対象にして、学力検査の成

績の上位順に募集人員の７０パーセント程度の者を選抜

する。この場合において、農業、工業、商業若しくは

水産に関する各学科、理数科又は国際文理科にあって

は、当該学科を第１志望とする者を対象とする。

ｂ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかった全ての者を対象に、学

力検査の成績に基づく得点（以下「Ａ」という。）、

調査書点に基づく得点（以下「Ｂ」という。）、調査

書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及び実

技テストの評価に基づく得点（以下「Ｃ」という。）

を用いて、募集人員の３０パーセント程度の者を選抜す

る。この場合において、農業、工業、商業又は水産に

関する各学科及び理数科又は国際文理科を置く高等学

校における普通科の第２選抜については、当該学科を

第２志望とする者も対象に含むものとする。

Ａ、Ｂ及びＣの合計は５００点満点とする。また、Ａ、

Ｂ及びＣの満点の比率は、Ａは３から６までの、Ｂ及

びＣは２から４までの範囲の整数とし、Ａ、Ｂ及びＣ

の満点の比率の合計が１０となるように高等学校長が当

該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若し

くは実技テストの結果のいずれかにより成業の見込み

がないと判断した場合には、合格者としない。

おって、具体的な得点の算出方法は次の表のとおり。

【普通科及び専門学科（理数科
を除く。）】

【理数科及び総合学科】

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３２５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３３００１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に 又は を乗じてＡを、調査書点に

を乗じてＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除

すること（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるもの
とする。）。

＜普通科の算出例＞
普通科でＡ、Ｂ、Ｃの満点の比率をそれぞれ６、２、
２とした場合

Ａ＝学力検査の成績× （３００点満点）

Ｂ＝調査書点× （１００点満点）

Ｃ＝調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面
接及び実技テストの評価の得点を換算（１００点満
点）

５０x
２５０

５０x
３００

５０y
１３５

３００
２５０

１００
１３５

イ 定時制の課程

� 学力検査の成績は、検査を実施する３教科とも５０点満
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点とし、合計１５０点満点とする。

� 調査書点は、１３５点満点とする。

� 合格者の決定方法は、全日制の課程に準ずる。ただし、

高等学校長の判断により、第１選抜を行わず、第２選抜

の方法のみによって全ての合格者を決定することができ

る。

また、第２選抜のＡ、Ｂ及びＣの満点の比率及び得点

については全日制の課程に準ずるものとし、高等学校長

が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

第２選抜における具体的な得点の算出方法は、次の表

のとおり。

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３１５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に を乗じてＡを、調査書点に を乗じ

てＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除すること
（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。）。

５０x
１５０

５０y
１３５

� 通学区域外からの入学志願者については、愛媛県県立高等

学校の通学区域に関する規則の規定に従って選抜する。

� 海外帰国生徒等の入学志願者で、第３の３�オ�の協議に
おいて措置を講ずる必要があると認められたものについては、

�及び�にかかわらず、高等学校長は、当該協議に基づき、
当該高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。この場合において、当該高等学

校の第１学年の学級数を限度とする員数については、募集定

員を超えることができるものとする。

� 入学志願者から提出された自己申告書については、記載さ

れた内容によって不利が生ずることのないよう、選抜に際し

て入学志願者を理解するための補助資料として扱うものとす

る。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３１年３月１８日（月）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

� 学力検査の得点等については、愛媛県個人情報保護条例

（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、

口頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成３１年

３月１８日（月）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日（以下「休日」という。）を除く日の午前

９時（平成３１年３月１８日（月）にあっては、午前１０時）から

午後５時（夜間定時制課程にあっては、午後９時）までの間

に、志願先の高等学校で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書点並びに学力検査の教科別得点及びその合計得点

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

平成３１年度入学者の募集を行う全日制の課程の全ての学科に

ついて実施する。

２ 募集人員

� 推薦入学の募集人員は、普通科、理数科及び国際文理科に

あっては当該学科の募集定員の５パーセントから１５パーセン

トまで程度の範囲内で、職業教育を主とする学科及び総合学

科にあっては当該学科の募集定員の２０パーセントから３０パー

セントまで程度の範囲内で、高等学校長が当該高等学校の学

科ごとに定め、事前に公表する。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位

をもって学科とみなす。

� 全国募集を実施する学科にあっては、�の募集人員とは別
枠として、県外の中学校等を卒業する見込みの者又は県外の

中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者を対象に推薦

入学者を募集すること（以下「県外推薦入学者募集」という。）

ができる。

３ 出願

� 出願資格

ア 推薦入学を志願できる者は、平成３１年３月末日までに県

内の中学校等を卒業する見込みの者又は県内の中等教育学

校の前期課程を修了する見込みの者（県外推薦入学者募集

にあっては、県外の中学校等を卒業する見込みの者又は県

外の中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者）であ

って、次の要件の全てに該当し、かつ、在籍の中学校等又

は中等教育学校の校長（以下「在籍中学校長」という。）

が推薦するものとする。

� 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白で適

切であること。

� 当該高等学校・学科に適性及び興味・関心を有するこ

と。

� 人物が優れていること。

� 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科にお

ける学習活動に成果が期待できること。

� 次の要件のいずれかに該当すること。

ａ 特別活動において優れた実績を有すること。

ｂ 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等のう

ち、いずれかの分野において、熱心な活動が見られる

こと又は優れた成果を上げていること。

ｃ 理数科、国際文理科又は職業教育を主とする学科を

志願する者にあっては、調査書の各教科の学習の記録

のうち、それぞれの学科に関連した教科において秀で

ていること。

イ 出願資格の詳細については、高等学校長が、当該高等学

校の教育目標、学科の特色、地域性等を十分考慮して定め

るものとする。

� 出願期間
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出願期間は、平成３１年１月２２日（火）午前９時から同月２９

日（火）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除

く日の午前９時から午後４時まで（同月２９日（火）にあって

は、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

推薦入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は学科に出

願することはできない。ただし、くくり募集をする学科にあ

っては、当該募集の単位をもって学科とみなす。

� 出願手続

ア 在籍中学校長は、推薦に当たっては、在籍中学校長を委

員長とする推薦委員会を設け、適切な推薦入学志願者を決

定するものとする。

イ 在籍する中学校等又は中等教育学校において推薦入学志

願者として認められた者は、推薦入学願書に入学選考料

（２，２００円）に相当する愛媛県収入証紙を貼付し、推薦入

学受検票及び自己アピール書とともに、在籍中学校長に提

出しなければならない。

ウ 在籍中学校長は、推薦入学願書、推薦入学受検票及び自

己アピール書を報告書とともに、出願期間内に志願先高等

学校長に提出するものとする。

エ 県外推薦入学者募集の出願手続は、次のとおりとする。

� 県外推薦入学者募集の志願者は、イにより提出する書

類に愛媛県県立高等学校入学志願理由書を添えて提出し

なければならない。

� 高等学校長は、入学志願理由書の提出があった場合は、

志願の理由が適当と認められた者について、出願期間中

に、県外からの入学志願者受付承認願２部を教育長に提

出し、承認を受けるものとする。

４ 報告書

在籍中学校長から志願先高等学校長に提出する報告書は次の

とおりとする。

� 調査書

� 推薦書

５ 作文、小論文、面接、集団討論等

� 作文、小論文、面接及び集団討論

推薦入学志願者全員に対して、作文及び小論文のうちから

少なくとも一つ並びに面接及び集団討論のうちから少なくと

も一つの合わせて二つ以上を行う。

なお、作文、小論文、面接及び集団討論の選定その他実施

内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。

� 実技テスト

工業に関するデザイン科の推薦入学志願者に対して、実技

テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 学力検査

学力検査は、行わない。

� 期日及び日程

期 日 時 間 作文・小論文、面接・集団討論
等

９：００～ 点呼・受検上の注意

平成３１年
２月８日（金）

点呼・受検上
の注意終了後 作文・小論文

作文・小論文
終了後

面接・集団討論
（工業に関するデザイン科にあ
っては、実技テスト（３０分）終
了後に面接・集団討論）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 推薦入学者の選抜方法

高等学校長は、自己アピール書、報告書並びに作文、小論文、

面接、集団討論及び実技テストの結果を資料とし、当該高等学

校、学科等の特色を踏まえて総合的に判定し、推薦入学者を選

抜する。

７ 合格内定者の通知

� 高等学校長は、平成３１年２月１４日（木）午前１０時から同月

１８日（月）正午までの間に、在籍中学校長に選抜の結果を推

薦入学者選抜結果通知書により通知するとともに、合格内定

通知書を交付する。

� 在籍中学校長は、合格内定者に合格内定通知書及び入学確

約書の用紙を交付するものとする。

� 合格内定通知書の交付を受けた者は、在籍中学校長を通じ、

入学確約書を平成３１年２月２１日（木）正午までに志願先高等

学校長に提出しなければならない。

８ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３１年３月１８日（月）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

第５ 定時制の課程の第２次募集

１ 実施学科

平成３１年３月７日（木）及び８日（金）に実施した一般入学

者選抜（以下「第１次募集」という。）における合格者数が募

集定員に満たない定時制の課程の学科について、第２次募集を

行うものとする。

２ 募集人員

募集定員から第１次募集における合格者数を差し引いた数を

第２次募集の募集人員とし、平成３１年３月１８日（月）午前１０時

に、当該高等学校に掲示する。

３ 出願

� 出願資格

第３の３�に定める出願資格を有する者とする。
� 出願期間

出願期間は、平成３１年３月１９日（火）午前９時から同月２５

日（月）正午までとし、受付時間は、土曜日、日曜日及び休

日を除く日の午前９時から午後４時まで（同月２５日（月）に

あっては、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限及び出願手続

第１次募集の場合に準ずる。

� 志願変更

志願変更は、できないものとする。

４ 報告書

第１次募集の場合に準ずる。ただし、提出期間は、平成３１年

３月１９日（火）午前９時から同月２５日（月）正午までとし、学

習成績等一覧表は、提出を要しない。

５ 学力検査等

第１次募集の場合に準ずる。ただし、学力検査及び面接の実
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施期日及び日程は、次による。

期 日 時 間 教 科 等

平成３１年
３月２８日（木）

９：３０～１０：００ 点呼・受検上の注意

１０：１５～１０：４５ 国 語

１１：００～１２：００ 社会・数学・理科・英語の
うち２教科を選択受検

１２：００～１３：００ （昼 食）

１３：１０～ 面 接

６ 入学者の選抜方法

第１次募集の場合に準ずる。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３１年３月２９日（金）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

第１次募集の場合に準ずる。ただし、口頭による開示請求を

することができる期間は、平成３１年３月２９日（金）から１月間

とする。

第６ その他

１ 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

２ 出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、高等

学校長は、当該生徒の合格又は入学許可を取り消すものとする。

３ この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項

は、教育長が定める。

�������
�愛媛県教育委員会告示第８号
平成３１年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成３０年１０月１９日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

平成３１年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項

平成３１年度愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。ただし、第４学年の欠員補充のための編入学

については、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

が別に定める要領により行う。

１ 募集人員

平成３１年度県立中等教育学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中等教育学校 １６０名

愛媛県立松山西中等教育学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中等教育学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところによる。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

� 平成３１年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ずる学校

（以下「小学校等」という。）を卒業する見込みの者

� 平成３１年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見込みの

者又は県外の義務教育学校の前期課程を修了する見込みの者で、

教育長が特別に出願を認めたもの

４ 出願期間

出願期間は、平成３０年１２月１４日（金）午前９時から同月２０日

（木）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の

午前９時から午後４時まで（同月２０日（木）にあっては、午前９

時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

５ 出願手続

� 入学志願者は、入学志願書に入学選考料（２，２００円）に相当

する愛媛県収入証紙を貼付し、入学志願理由書、受検票及び入

学予定者選考結果通知用の返信用封筒（長形３号とし、必ず宛

先を明記して８２円切手を貼ること。）を添え、在籍する小学校

等又は義務教育学校の校長（以下「小学校長」という。）を経

て、志願先の中等教育学校の校長（以下「志願先中等教育学校

長」という。）に提出しなければならない。

� 入学志願者は、二つ以上の県立中等教育学校に出願すること

はできない。

� 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

ア 県外からの入学志願者は、�により提出する書類に県外か
らの入学志願事由書を添えて提出しなければならない。

イ 志願先中等教育学校長は、志願の事由が適当と認められた

者について、出願期間中に、県外からの入学志願受付承認願

２部を教育長に提出し、承認を受けるものとする。

� 小学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断される

者が志願する場合には、平成３０年１２月７日（金）までに作文、

適性検査及び面接に関する特別措置願を志願先中等教育学校長

に提出するものとする。

中等教育学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成３０年１２月１３日（木）までに教育長に提出し、協議す

るものとする。

� 海外帰国児童等としての扱いを希望する場合の手続は、次の

とおりとする。

ア 海外帰国児童等としての扱いを希望する者は、平成３０年１２

月７日（金）までに海外帰国児童等取扱措置願を志願先中等

教育学校長に提出しなければならない。ただし、やむを得な

い事情で、期限内に提出ができない場合は、その事情を記し

た事由書を添えて提出するものとする。

イ 中等教育学校長は、海外帰国児童等取扱措置願の提出があ

った場合は、その写しを平成３０年１２月１３日（木）までに教育

長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経験等の事

情を勘案し、適性検査の実施等に関し講ずべき措置について

協議するものとする。

ウ 海外帰国児童等とは、保護者とともに県内に住所を有する

者又は平成３１年４月１日までに県内に住所を有する予定の者

で、帰国後の期間（帰国した日から平成３０年１２月１３日までの

期間をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における在住

期間が、帰国時から遡り継続して１年以上であるものをいう。

ただし、保護者が引き続き海外に居住する場合は、身元引受

人を保護者とみなす。

６ 志願者数の状況等の公表

中等教育学校長は、出願期間中、その学校の募集人員及び志願

者数の状況を、学校のホームページに掲載し、及び学校の適当な

場所に掲示するものとする。

７ 調査書の提出
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� 小学校長は、調査書を平成３０年１２月２５日（火）から同月２８日

（金）まで又は平成３１年１月４日（金）の午前９時から午後４

時までの間に、志願先中等教育学校長に提出するものとする。

� 小学校長は、やむを得ない事情で調査書を提出できないとき

は、その事情を記した事由書及び当該調査書に代わる参考資料

を提出するものとする。

� 志願先中等教育学校長は、調査書の内容について、必要があ

れば小学校長に説明を求めることができる。

８ 受検票の交付

中等教育学校長は、平成３０年１２月２５日（火）から平成３１年１月

４日（金）までの間に、受検番号等を記入した受検票を小学校長

を通じて入学志願者に交付する。

９ 作文、適性検査及び面接

入学志願者全員に対して、次により作文、適性検査及び面接を

行う。

� 作文

作文の字数は、６００字程度とする。

� 適性検査

入学志願者の多様な個性や能力などの優れた面を評価すると

ともに、関心・意欲・態度・社会性など学びへの姿勢を問うも

のとする。

� 面接

入学志願者全員に対して、グループ面接を行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 検 査 等

平成３１年
１月９日（水）

８：５０ 集 合
（志願先中等教育学校体育館）

９：００～９：２５ 点呼、受検上の注意

９：４０～１０：３０ 作 文

１０：５０～１１：５０ 適 性 検 査

１１：５０～１２：４０ （昼 食）

１２：４０～ 面 接

� 検査場

検査場は、志願先の中等教育学校とする。

� 受検に当たっての留意事項

ア 作文、適性検査及び面接とも、開始５分前までに入室する

こととし、その開始の時刻までに入室しない者は、原則とし

てその時間の検査等を受検できないものとする。

イ 当日の持参品は、次のとおりとする。

受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、鉛筆削り、消し

ゴム、定規、下敷き（無地）、弁当

ウ イの持参品以外のもの（計算・翻訳・通信等の機能をもっ

た物品等）の検査場への持込みは、禁止する。

１０ 入学予定者の選考

中等教育学校長は、入学志願理由書、調査書並びに作文、適性

検査及び面接の結果を資料として、当該中等教育学校の特色を踏

まえ、入学志願者の意欲や適性等を総合的に判断して、入学予定

者を選考する。

� 調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の取扱いについ

ては、次の方法により行うものとする。

ア 調査書の記録の評価は、５０点満点とし、評価方法等につい

ては、中等教育学校長が定める。

イ 作文、適性検査及び面接の評価は、それぞれ５０点満点とす

る。

� 入学志願理由書については、記載された内容によって不利が

生ずることのないよう、選考に際して入学志願者を理解するた

めの補助資料として扱うものとする。

� 通学区域外からの入学志願者については、愛媛県県立中等教

育学校の通学区域に関する規則の規定に従って選考する。

� 海外帰国児童等の入学志願者で、５�イの協議において措置
を講ずる必要があると認められたものについては、�にかかわ
らず、中等教育学校長は、当該協議に基づき、入学志願者の意

欲や適性等を総合的に判断して、入学予定者を選考する。

１１ 入学予定者の発表

� 入学予定者の発表は、平成３１年１月１５日（火）午前９時に、

当該中等教育学校において、受検番号を掲示して行う。

� 中等教育学校長は、平成３１年１月１５日（火）午前９時から同

月１７日（木）正午までの間に、入学予定者の選考結果を入学志

願者及び小学校長に通知するとともに、入学確約書の用紙を入

学予定者に配布する。

１２ 選考結果の口頭による開示請求

� 選考結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛

媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開

示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成３１年１

月１５日（火）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であることを

確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規

定する休日を除く日の午前８時３０分（１月１５日（火）にあって

は、午前９時）から午後５時までの間に、志願先の中等教育学

校で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の得点

１３ 入学予定者の手続等

� 入学予定者の手続

ア 入学確約書の提出

入学予定者の保護者は、当該入学予定者の受検票を持参の

上、入学確約書を志願先中等教育学校長に提出しなければな

らない。入学確約書の提出期間は、平成３１年１月１５日（火）

の入学予定者の発表後から同月２２日（火）午後４時まで（受

付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前９時から午後４

時まで）とし、この期間に提出がない場合には、入学の意思

がないものとして取り扱うものとする。

イ 入学予定者証明書の交付

中等教育学校長は、入学予定者の保護者から入学確約書の

提出があった場合、直ちに入学予定者証明書を交付するもの

とする。

また、中等教育学校長は、入学予定者の保護者に対し、入

学予定者の住所の存する市区町村（一部事務組合を含む。以

下同じ。）の教育委員会に、入学予定者を県立中等教育学校

へ就学させる旨を、交付された入学予定者証明書を添えて届

け出るよう、文書により周知するものとする。

ウ 入学の辞退
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保護者の転勤等やむを得ない事情により、入学予定者が入

学を辞退しようとする場合、その保護者は、速やかに、入学

辞退届に当該入学予定者の受検票（入学予定者証明書を市区

町村の教育委員会へ提出していない場合は入学予定者証明書

を含む。）を添えて、志願先中等教育学校長に提出しなけれ

ばならない。

� 入学予定者の欠員の補充

ア 中等教育学校長は、入学辞退その他の理由により入学予定

者に欠員を生じた場合には、その都度、あらかじめ定めた補

欠入学予定者を、優先順位の上位から順に、入学の意思を確

認の上、入学予定者とする。この場合において、入学意思の

確認は、小学校長を経て行うものとする。

イ 欠員の補充を実施する期間は、平成３１年３月２９日（金）ま

でとする。

ウ 欠員の補充の手続は、�の入学予定者の手続に準じて行う。
この場合において、中等教育学校長は、当該手続等について

小学校長を経て通知するものとする。

１４ その他

� 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

� 出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、中等

教育学校長は、当該児童に係る入学予定者の決定又は入学許可

を取り消すものとする。

� この要項に定めるもののほか、入学者選考に関し必要な事項

は、教育長が定める。

�������
�愛媛県教育委員会告示第９号
平成３１年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項を

次のように定める。

平成３０年１０月１９日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

平成３１年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要

項

平成３１年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の

入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。

第１ 募集人員

平成３１年度県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の第１

学年の募集人員は、別表のとおりとする。

第２ 本科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令

（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３の表に定める程度の者

で、次のいずれかに該当するものとする。

ア 平成３１年３月末日までに特別支援学校の中学部、中学校

若しくは義務教育学校（以下「中学部等」という。）を卒

業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する

見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れる者

� 出願期間

入学願書の提出期間は、平成３１年１月２８日（月）から２月

８日（金）までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く

日の午前９時から午後４時まで（２月８日（金）にあっては、

午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

ア 入学志願者は、２以上の県立特別支援学校又は障がい部

門への出願をすることはできない。

イ 入学志願者は、次の�から�のいずれかに該当する場合
を除いては、２以上の学科への出願をすることはできない。

� ２以上の学科を設置する県立特別支援学校（みなら特

別支援学校及び松山城北分校を除く。）の学科を志望す

る場合で、当該校の他の学科を第２志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の産業科を第１

志望及び第２志望とする場合で、みなら特別支援学校及

び松山城北分校の普通科を第３志望及び第４志望とする

とき。

� みなら特別支援学校又は松山城北分校の産業科を第１

志望とする場合で、みなら特別支援学校及び松山城北分

校の普通科を第２志望及び第３志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の普通科を第１

志望及び第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の中学部等又は中等教育学校の校長（以下「在籍中学部

等校長」という。）を経て（在籍及び出身の中学部等及び

中等教育学校のない場合にあっては、直接）、志願先の特

別支援学校の校長（以下「志願先校長」という。）に提出

しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に入

学志願理由書を添えて提出しなければならない。

� 志願先校長は、入学志願理由書の提出があった場合は、

志願の理由が適当と認められた者について、速やかに県

外からの入学志願者受付承認願２部を愛媛県教育委員会

教育長（以下「教育長」という。）に提出し、承認を受

けるものとする。

２ 報告書

� 在籍中学部等校長は、次の報告書を、平成３１年２月１２日

（火）午前９時から同月１９日（火）午後４時までの間に、志

願先校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票（松山盲学校の入学志願者に限る。）

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍中学部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 志願先校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍

中学部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

普通科以外の学科の入学志願者に対して、次により学力検査

を行う。
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� 検査教科

当該特別支援学校の校長（以下「特別支援学校長」という。）

が、学校の実態に応じて決定する。

� 検査問題

平成３１年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成３０年５月２２日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成３１年３月４日（月）とし、その日程につ

いては、特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 特別支援学校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、特別支援学校長が学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

５ 入学者の選抜方法

特別支援学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び

適性検査の結果を資料とし、当該学校、学科等の特色を踏まえ

て、その教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して

入学者を選抜する。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３１年３月２０日（水）午前１０時に、当該

特別支援学校（松山城北分校にあっては、みなら特別支援学校）

において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

� 学力検査の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平

成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口

頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成３１年

３月２０日（水）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日を除く日の午前９時（３月２０日（水）にあ

っては、午前１０時）から午後５時までに、志願先の特別支援

学校（志願先が松山城北分校の場合にあっては、みなら特別

支援学校）で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

学力検査の教科別得点とその合計得点

第３ 専攻科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令第

２２条の３の表に定める程度の者で、次のいずれかに該当する

ものとする。

ア 平成３１年３月末日までに特別支援学校の高等部、高等学

校又は中等教育学校（以下「高等部等」という。）を卒業

する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力がある

と認められる者

� 出願期間

本科入学者選抜の場合に準ずる。

� 高等部本科との併願

入学志願者は、松山盲学校の高等部本科のいずれかの学科

を第２志望とすることができる。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の高等部等の校長（以下「在籍高等部等校長」という。）

を経て（在籍及び出身の高等部等のない場合にあっては、

直接）、松山盲学校長に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、本科入学者選抜の場合に準ずる。

２ 報告書

� 在籍高等部等校長は、次の報告書に、入学志願者の卒業証

明書又は卒業見込み証明書を添えて、平成３１年２月１２日（火）

午前９時から同月１９日（火）午後４時までに、松山盲学校長

に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍高等部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 松山盲学校長は、報告書の内容について、必要があれば在

籍高等部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

� 検査教科

松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 検査問題

平成３１年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成３０年５月２２日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成３１年３月４日（月）とし、その日程につ

いては、松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査
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ア 松山盲学校長が、学科の特色から判断して必要と認める

学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

５ 入学者の選抜方法

松山盲学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び適

性検査の結果を資料とし、学科の特色を踏まえて、その教育を

受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して入学者を選抜す

る。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成３１年３月２０日（水）午前１０時に、松山

盲学校において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

本科入学者選抜の場合に準ずる。

第４ その他

この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、

教育長が定める。

別表 平成３１年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学定員

学 校 名 学 科 名 入学定員

本 科
普 通 科 ８

松 山 盲 学 校 保健理療科 ８

専 攻 科 理 療 科 ８

ろう

松 山 聾 学 校 本 科
普 通 科 ８

理 容 科 ８

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 本 科 普 通 科 ２４

み な ら 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

み な ら 特 別 支 援 学 校
本 科

普 通 科 １６

松 山 城 北 分 校 産 業 科 ８

今 治 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校

（ 聴 覚 障 が い 部 門 ）
本 科 普 通 科 ８

宇 和 特 別 支 援 学 校
本 科

普 通 科 ３０

（ 知 的 障 が い 部 門 ） 産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校

（ 肢 体 不 自 由 部 門 ）
本 科 普 通 科 ８

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ３２

産 業 科 ８

新居浜特別支援学校川西分校 本 科 普 通 科 ８

計 ３３０
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